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序文 
 
 

本書は、「行動洞察の活用による消費者政策の改善」に関するOECDの消

費者政策委員会（CCP）の取り組みに対する 新の貢献となるものである。

行動洞察では、市場における個人及び企業の実際の行動について理解を深

めるために、経済学、心理学、神経科学及びマーケティングの知見を利用

するものである。本報告では、行動洞察を利用してオンライン市場におけ

る消費者向けの情報開示を改善する方法を考察する。 

特に、OECD加盟国の多くでは、オンラインとオフラインを問わず、市場

に参加する企業が守るべき個別の情報開示要件が定められている。企業は、

要件がなければ、消費者が情報に基づく決定を行うための十分な情報を提

供しない恐れがあり、情報開示要件はこうした懸念に対処するものである。

情報開示政策の役割は明確であるものの、行動洞察で得られた知見では、

ある形式の情報開示の有効性について疑問が提起されている。本報告では、

こうした懸念及び、これが政策に与える影響を考察する。 
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略語と頭字語 
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CMA 競争・市場庁（英国） 

EU 欧州連合 

EULA エンドユーザー使用許諾契約 

FCA 金融行為監督機構（英国） 

FTC 連邦取引委員会（米国） 

OECD 経済協力開発機構 

OFT 公正取引庁（英国）（現在はCMA） 

ROSCA 復元オンライン購入者信頼法（米国） 

US 米国 
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エグゼクティブサマリー 
 
 

オンライン・ショッピングの経験がある人ならば誰でも知っているように、

インターネットには膨大な情報があふれている。消費者がオンライン・シ

ョッピングで自分にとって 善の決定をするためには、優良な情報へのア

クセスが不可欠である。しかし、消費者が余りにも多くの情報に直面する

ことはないだろうか？また、情報提供の手法が消費者の決定に影響を与え

得るだろうか？もしそうだとしたら、どのように影響を与えるだろうか？ 

本報告では、消費者政策の文脈においてオンラインの情報開示の歴史的妥

当性を検討し、行動的な側面からこれを再評価する。また、現在の文献を

集約し、オンラインの情報開示を改善することで、オンライン市場におい

て消費者に力を与えるため、多くのハイレベルの提言を提示する。本報告

は、消費者により良い結果をもたらすため、消費者政策に行動洞察を取り

入れた、消費者政策委員会（CCP）の10年以上に及ぶ取り組みを基礎とし

ている。 
 

情報開示政策の妥当性 
 

消費者は意思決定において多様な情報を利用しており、これには製品の観

察や使用から得た情報、友人や家族、企業（広告やマーケティングによ

る）、政府、仲介業者、独立組織などの第三者から得た情報が含まれる。

これは、オンラインとオフラインの両方での購入に当てはまる。しかし、

消費者は、デジタル広告、ブログ、ソーシャルメディア、評価・比較ウェ

ブサイト、そしてニュース、特集記事、製品レビュー等に類似した「金銭

が支払われている」又は「スポンサー付き」のオンライン・コンテンツな

どのオンラインの情報源から情報を得ることが多くなっている。 

オンラインの情報開示は比較的新しいが、経済学者は消費者に害をもたら

す市場の失敗を是正する上で情報が果たす役割に長年注目してきた。特に、

情報経済学では、市場に委ねた場合、消費者は十分又は適切な種類の情報

を得られず、情報に基づく決定ができないことがあると認識されている。

「情報の非対称性」（すなわち、売り手が自分の製品やサービスの特徴と

品質について消費者よりも多く知っている場合）がある場合に当てはまる。

また、情報経済学の文献では、情報を提供することは企業にとってコスト

がかかるとともに、消費者にとっては情報検索と理解にコストが発生する

と認識されている。そのため、製品の価格と特徴をより透明にする情報開

示により、検索コストを減らし、消費者にとって結果を改善できる可能性

がある。こうした理由により、大半のOECD加盟国は、オンライン（及び

オフライン）のショッピングにおいて消費者が明確、正確かつ簡単に利用

できる情報にアクセスできることを確保するため、法律又は指針を整備し

ている。 

情報開示に焦点を当てる情報経済学は、消費者政策の多くの根拠となるも

のであるが、消費者が実際にどのように情報を理解、利用しているかにつ

いては十分に説明していない。確かに、情報経済学では消費者の理解及び

情報処理に制限があることが長年認識されてきたが、行動洞察の文献では

「情報の取得及び評価は、情報経済学で想定されているよりも消費者にと
って面倒となる可能性がある」とされている（Faure and Luth, 2011, p. 
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346[1]）。したがって、近年の政策当局は、行動洞察のツールと手法を利

用して、消費者がどのように情報を処理し、情報の形式や文脈が消費者の

決定にどのような影響を与えるかに注目するようになっている。 
 

行動洞察と情報開示 
 

行動洞察では、経済学（行動経済学の関連分野を利用）、心理学、神経科

学及びマーケティングの知見を利用し、消費者の行動と意思決定について

理解を深める。行動研究では、消費者が行動バイアスのために、一部の形

式のオンライン情報開示の有効性が制限される可能性があるとされている。

また、行動洞察は、なぜ、ある企業で採用されている一部の開示方針が、

消費者にとって必ずしも 善の利益とならない行動を引き出す上で有効と

なるかを明らかにすることができる。 

行動洞察で得られた重要な知見の1つに、消費者は情報過多に直面してい

るということがある。つまり、消費者が把握できないほどの大量の情報が

存在している。これは複雑な製品及び／又は多様な選択肢を伴う決定にお

いて特に当てはまる。処理できないほどの情報に直面すると、消費者は脱

落し、特定の選択肢を無視する、限られた範囲の情報に基づいて決定を下

す、又は決定を先送りにするなどの理由から、次善の結果に終わることが

ある。情報過多がもたらす結果として、消費者がオンライン利用条件全体

をほとんど読まない、又は全く読まないということがある。 

また、消費者に提示する選択肢をデフォルトで1つにすると、消費者はそ

の選択肢を選びやすくなることが数多くの行動研究によって明らかにされ

ている。したがって、あらかじめチェックマークを入れておく、ネガティ

ブ・オプションによるマーケティングなど、デフォルト・バイアスを利用

する特定の方法を企業が採用し、消費者の意思決定を歪める可能性がある。

同様に、デフォルト・バイアスを政策当局が利用し、特定の政策目標を追

求するために消費者（又は市民）の特定の行動を促すことも可能である。 

消費者に対する選択肢又は情報開示の提示方法は、消費者の意思決定に大

きな影響を与える可能性がある。消費者は、保有効果やフレーミング効果

の影響を受けやすいことがある。例えば、同じ価格の2つの商品の一方が

高額な「セール前」価格の横に置かれていた場合、多くの消費者は価値が

異なると認識する。また、多くの消費者は損失回避的であり、損失を防ぐ

と提案されれば、中立的な提案よりも多くの反応が得られる。例えば、タ

イムセールは、機会を失うことによる損失を消費者に認識させ、行動を促

すことになるだろう。ドリップ・プライシングやおとり価格も、この行動

バイアスを利用したものである。 

また、消費者は、潜在的な利点について過剰に楽観的になり、将来のリス

クやコストについて近視眼的になる可能性があり、これにより自分にとっ

て 適な決定をする能力が更に阻害される場合がある。結果として消費者

は、自分の将来のニーズについて判断を誤り、警告を無視又は軽視し、又

は参考となる情報を十分に検討しない恐れがある。社会規範及び文化規範

も重要であり、オンラインの情報開示に対する消費者の対応に影響を与え

る場合がある。 
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オンラインの情報開示政策への示唆 
 

上記の行動バイアスは、オンラインの情報開示の効果を制限する可能性が

ある。以下では、オンラインの情報開示政策に与える示唆について検討す

る。 

消費者は大量の情報を単に処理し、文脈によっては処理を選択的に行い、

場合によっては情報を全く取り入れないこともある。そのため、オンライ

ン情報開示（価格情報を含む）は可能な限り単純、明確、正確にし、かつ

参考となることが重要である。これの政策への1つの重要な示唆のとして

は、政府は義務的な情報開示要件によって複雑さを増したり、絶対的に必

要な範囲を超えて分量を増やしたりしないようにする必要があることであ

る。 

また、消費者が利用条件全体をほとんど読まない、又は全く読まないこと

を所与とすると、利用条件は企業が重要な情報を消費者に伝える（唯一の）

方法ではない。むしろ企業は、重要な情報を目立つように表示し、可能で

あれば企業のウェブサイトの複数の場所で、かつ取引過程で複数回表示す

る必要がある。また政府は、標準的なオンライン契約において、公正を欠

く利用条件から今後も消費者を保護する必要がある。さらに、消費者がデ

フォルト設定に従う傾向があることを踏まえ、企業は消費者の同意を明示

的かつ意味のある方法で得る必要がある。 

オンラインの情報開示を設計する際に、企業（及び義務的な要件を検討す

る政策当局）は、形式及び文脈の影響に留意する必要がある。また、画像、

音声及び映像の利用も検討する必要がある。開示のタイミングも重要であ

り、消費者との 適なコミュニケーション方法を理解する際に検討する必

要がある。 

情報開示の簡素化を進める方法として、より「カスタマイズ」化すること

が考えられる。これによりその個人に関係のない情報を削除し、関連性の

高い情報を強調することで、情報開示が改善されるとともに、何を、どこ

で、いつ開示するかという個人の好みを把握することも可能となる。しか

し、個別のカスタマイズにより、新たな消費者問題が発生する可能性があ

り、さらなる研究が必要である。 

消費者が膨大な情報に取り組む一方で、消費者の意思決定を支援するアル

ゴリズムベースの技術によりさらに複雑な情報をつかえる可能性がある。

政策当局と企業は、情報のこうした代替的な利用方法を認識する必要があ

る。 

さらに政府は、義務的な要件によって、企業が消費者のためにより効果的

なオンライン情報開示を構築する革新力を、阻害しないようにする必要が

ある。オンラインの情報開示要件の変更を検討する際、政策当局は、代替

となる情報開示の設計の実際の効果をテストするなど実験による調査を行

い、消費者が実際にどのように情報開示に付き合うかを特定する必要があ

る。 

要約すると、オンラインの情報開示を消費者にとって効果的なものとする

ために、行動洞察の文献では以下が提案されている。 

 情報及び価格設定を単純、明確、正確かつ関連性の高いものにす

る。 
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 重要な情報を伝達する際、企業は利用条件に依存すべきではない。 
 企業は、消費者の明示的かつ意味のある同意を得る必要がある。 
 文章だけでなく、状況に応じて画像、音声及び映像も利用すべきで

ある。 
 消費者が情報を受け取るタイミングが重要である。 
 個別のカスタマイズにより、情報開示が改善される可能性がある。 
 複雑な情報は、技術に精通した第三者が分析できるような形で提示

する必要がある。 
 情報開示に関して消費者テストが重要であり、新たな情報開示要件

を検討する際は常に実施される必要がある。 
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1. はじめに 
 
 

OECDのCCPは、効果的な消費者政策の立案に向けた取り組みの一環とし

て、10年以上にわたって行動洞察を利用し、消費者政策を分析している1。

行動洞察では、経済学、心理学、神経科学及びマーケティングの知見を利

用したもので、政策当局が、個人及び企業が市場において実際にどのよう

に行動するかを理解できる。特に、行動洞察は、政策立案を改善するため

に、行動バイアスを特定・テスト・測定するために利用できる。過去10年、

政策当局は、消費者政策の立案及び実施において行動洞察の利用を大幅に

拡大してきた（OECD, 2017[2]）。 

情報開示は、消費者政策において重要なツールである。OECD加盟国の多

くで、企業がある種の情報を、多くの場合は指定された方法で、開示する

よう要求することで、非対称的な情報の問題に取り組み、消費者が情報に

基づく決定を下せるようにしている。特に、競争が効力を持つように機能

していれば一定の情報を消費者に提供することを企業に促すが、広範な情

報開示要件がない場合は、企業が販売機会を拡大する情報のみ開示する可

能性がある。したがって、市場に委ねた場合、逆選択という問題が生まれ

る可能性がある。つまり、企業は販売する製品やサービスについて、リス

クや制限的な情報を開示しない可能性がある。また、企業は売上を増やす

ために、真実を歪める誘惑に駆られる可能性がある。 

情報開示は、消費者に力を与える上で今後も重要なツールであり続けると

みられるが、行動洞察の知見から、ある種の形式の情報開示の有効性につ

いて再考が必要であると示唆される。特に消費者は、大量の情報を処理す

ることが難しいと感じており、情報の提示方法に影響を受け、契約条件に

含まれる情報をほとんど読んでいない。 

本報告は、オンライン情報開示を改善し、消費者に力を与えるという視点

に基づき、行動洞察の観点からオンラインの情報開示を考察することを目

的としている。事例はオンライン及びオフラインの経験から導かれたもの

であるが、OECD加盟国において消費者にとってのオンライン環境の重要

性が高まっていることを踏まえ、政策への影響はオンライン環境を重視し

ている。 
 

1.1. オンラインにおける情報開示とは何か？ 
 

オンラインの情報開示では、販売者、提供する商品及びサービス、並びに

取引そのものに関する情報を消費者に提供でき、これには支払方法、プラ

イバシー・ポリシー及び利用可能な紛争解決方法並びに救済手段が含まれ

る（OECD, 2016[3]）。企業は、（表示バナーから、オンラインのブログに

組み込まれた「ネイティブ広告」、ソーシャル・メディアサイト、ニュー

ス・サイトまで多様な）広告やマーケティング、契約条件及び法的に必要

な通知を通じて、こうした情報開示を行うことができる。この情報は、ポ

ップアップ、リンク、テキスト、画像、音声、映像など、様々な方法で伝

達できる。企業は、取引前の広告及びマーケティング、並びに取引の途中

（多くの場合、確認及び支払プロセス）など、取引プロセスの様々な過程

でこうした情報を提供できる。 
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情報開示は、消費者政策問題に対応する数多くの手段の1つに過ぎない

（OECD, 2010[4]）。オンラインの文脈では、実店舗と同じように商品と関

わることは不可能であるとみられ、情報開示が消費者とのコミュニケーシ

ョンにおいて重要な方法となる。例えば、消費者はオンライン・ショッピ

ングでは物理的な商品を触って確認することができない。しかし消費者は、

物理的な商品では不可能な方法でデジタル製品を試すことができる。同様

に、実店舗における顧客サービススタッフとのやり取りは、オンラインの

アシスタント又は「チャット」サービスに置き換えられるかもしれない。

またインターネットは、消費者との新しい関わり方の役に立つものである

が、これはオンラインの情報開示は、オフラインの情報開示と同じ実質的

な情報が含まれていたとしても、両者は根本的に異なっている可能性があ

ることを意味している（例えば、どのように、いつ、どこで情報を伝達す

るかに関して）。 

さらには、印刷した情報開示の受け取り手に対して上手くいくことが、PC
のモニター、タブレット、モバイル機器など、異なる受け手の「選択され

た画面」では機能しない可能性がある（Benartzi and Lehrer, 2017[5]）2。消

費者向けの様々な情報開示経路では、企業が情報の形式及び内容を改訂す

る必要があるとみられる。また、インターネットの多様性により、消費者

は必要な詳細情報を簡単に見付けることが出来て、個別の製品やサービス

について多くの情報を得られることが多い。しかし、情報はインターネッ

ト上にあふれているが、消費者の注意力は十分ではなく、情報源に向けら

れたままであるとともに、情報源の有益さには優劣が存在する。こうした

状況において、消費者から認識され、重要なリンクをクリックしてもらう

のは、従来型の紙での情報開示でのやり取りと同じくらい難しい可能性が

あり（Hogarth and Merry, 2011[6]）、場合によってははるかに難しくなる

（Benartzi and Lehrer, 2017[5]）。 

「モノのインターネット」に関する製品は、情報開示に関して特有の問題

を生み出すとみられる。例えば、情報開示は購入前に限定されず、製品寿

命全体の問題となる可能性がある。また、物理的な画面がない場合、従来

型のテキストや画像での伝達が難しくなり、企業は消費者にいかに効果的

に伝えるかを検討する必要があるだろう。デジタル・コンテンツ製品にも

それ固有の問題が存在する3。 

 
1.2. 行動洞察とは何か？ 

 
行動洞察における分野横断的な研究、及び公共政策での応用は比較的新し

い取り組みである。しかし、ある目標を達成するために、特定の政策分野

又は一部の世界では研究と応用が以前から進められている。こうした例に

は年金制度への自動加入がある （Lunn, 2014[7]; Naru and Cavassini, 2017[8]）。

世界中の公共政策において行動洞察を応用した100を超えるケース・スタ

ディが集めたOECDの（2017[9]）報告でも立証されているように、行動洞

察は、数多くのセクターや政策領域において公共政策を改善する効果的な

ツールとして受け入れられて、研究が活発になってきている150を超える

政府が消費者の行動と選択に影響を与えるべく行動洞察を利用していると

推計され（Sunstein, Reisch and Rauber, 2017[10]）、また、公共政策に携わる

公的機関内又は公的機関との協力により、行動に関するイニシアチブが

130件以上運営されている（Naru and Cavassini, 2018[11]）。 

行動洞察は、以下のように説明されている（OECD, 2016, p. 22[12]）。 
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･･･分野横断的アプローチに基づき、伝統的な経済戦略を行動経済
学、認知心理学、社会心理学、そして一定の認知デザインの洞察と結
び付けることにより、消費者の意思決定に影響を与える多くの「非合
理的」要因を考慮した政策を立案する･･･ 

行動洞察では、実験と経験的な分析を利用することが基礎となっている。

これは、政策立案に対する帰納的アプローチに基づき、想定される個人の

行動ではなく、現実の行動に関する問題を調査し、政策介入を立案する前

に可能性のある解決策をテストするものである（付属文書Bも参照）。

OECDは以下のように述べている（2017, p. 16[9]）。 

行動洞察は、信頼できる実験手法により導かれた経験的なテスト
結果に基づいて形成される政策と規制により、市民と消費者の幸福を
向上させることを目指す。 

「行動経済学」は、心理的洞察を経済問題の研究に組み込んだ行動洞察の

サブカテゴリーと見なすことができる（OECD, 2017[2]）。本報告全体を通

じて、「行動洞察」という言葉は、こうした分野横断的な性質を反映する

ために使われる。 

消費者政策は、一部では社会・倫理的目標も考慮しているものの、伝統的

に経済理論を参考にしている。経済理論では、市場介入は市場の失敗によ

り正当化される傾向にある（例えば、不完全又は非対称的な情報）。経済

理論は、消費者政策を検討する際に引き続きスタート地点となるが（セク

ション2.1を参照）、行動洞察は消費者（及び企業）の行動に関するある

経済学的仮定をテストし、政策の立案及び実行を必要に応じて適応させる

上で助けとなることがある（OECD, 2017[2]）。 

行動洞察で明らかになった多くのバイアスは、消費者問題に広く関連する

とみられるが、これは消費者政策に対する大規模な変革を正当化すること

を必ずしも意味しない。むしろ、行動洞察は、調査対象となる特定の政策

上の疑問という文脈で検討する必要がある。特に、行動実験から得られた

知見は、実験対象となる特定の政策課題を超えて一般化できるとは必ずし

も限らない。 

オンラインの情報開示の改善に向けた行動洞察の利用に関してさらに問題

となるのは、その全体的な目標が、自分にとって 善の決定（それが何で

あれ）をする消費者の能力を強化する点にある。すなわち、ある状況にお

いて可能な限り良い決定ができるように消費者に必要な情報を与えること

で、消費者の自主性を守ることを目標としている。これは、政策当局（又

は実際に企業）が、消費者や市民に期待する行動が通常は明確であるとい

う点で（ただし、異なる決定を下す消費者／市民の能力を維持する可能性

はある）、行動洞察が適用される他の多くの分野と異なる。こうした介入

は一般に「ナッジ」と呼ばれる（Thaler and Sunstein, 2008[13]）。文献に含

まれる例として、税務コンプライアンスの強化（Hernandez et al., 2017[14]）、

エネルギー使用の削減（Allcott, 2011[15]）、臓器提供の増加（Johnson and 
Goldstein, 2004[16]）、ゴミ削減（Kolodko, Read and Taj, 2016[17]）、健康的な

食事の推進（Shahnazari et al., 2016[18]）を目的とした政策介入がある。こう

したシナリオでは、オンラインの情報開示の改善などの高レベルの目標よ

りも、政策介入をカスタマイズできる可能性が高い。しかし、行動に関す

る文献では、一般的な意味でオンライン情報開示を利用及び設計する 善

の方法について有益な洞察が提供されている。また、オンライン情報開示
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に関する一部の課題において、目標を絞った政策介入を構築する余地がま

だあるとみられる（ただし、大規模な適用は難しい）。この点に関して、

オンラインの情報開示に関する政策の消費者テストは特に重要となる（付

属文書Bを参照）。 

本報告は、行動洞察から得られた教訓を利用して、一般的な方法及び個別

の政策環境において、オンラインの情報開示をより効果的の構築する方法

を検討することを目的としている。 

初に、第2章では、OECD加盟国における情報開示政策、及び既存の開示

要件に関する経済面及びその他の妥当性を検討している。次に、第3章で

は行動洞察から得られた知見を検討する。 後に、第4章では、消費者の

ためのオンラインの情報開示の改善に向けた提言を検討する。付属文書A
は 、 OECD の 「 電 子 商 取 引 に お け る 消 費 者 保 護 に 関 す る 勧 告

（Recommendation on Consumer Protection in E-commerce）」（以下、「電子

商取引に関する勧告（E-commerce Recommendation）」）の関連セクショ

ンを再現している。付属文書Bには、情報開示に関する消費者テストの実

施方法について追加情報が含まれている。 
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2. オンラインにおける情報開示と消費者政策 
 
 

オンラインの情報開示が明確かつ効果的であることは、消費者がデジタル

経済に十分に参加する上で基礎となるものである。特に、消費者が適切な

量・種類の情報を持っていなければ、オンライン・ショッピングにおいて

自分にとって 善の決定を下す能力が損なわれる恐れがある。また、オン

ライン企業間の競争が効果的に確保されるためには、消費者が情報を十分

に持っていることが重要となる。Beales et al.（1981, p. 492[19]）は以下のよ

うに述べられている。 

価格、品質及び特性に関する情報により、買い手は も望む価格
及び品質を備えた製品を見付け、予算を 大限に活用できる。一方、
買い手が望む製品を見つけることができれば、買い手が自分の望む提
案をする売り手を見付けて、それに報いられる（得意客となる）よう
にすることで、売り手には競争により自社が提供するモノを改善する
インセンティブが生まれる。こうした情報がなければ、価格と品質で
競争するインセンティブは弱まり、消費者の厚生は損なわれることに
なる。 

このような状況では、「自信と情報を持った消費者が合理的な決定を行い、
革新、生産性及び競争の強力な推進役となる」（OECD, 2010, p. 28[4]）。

このセクションでは、情報開示の経済学的側面や消費者が必要とする情報

を検討し、OECD加盟国におけるオンラインにおける情報開示の要件の例

を提示する。 
 

2.1. 情報開示の経済的側面 
 

OECDの消費者政策ツールキットで示されているように、経済理論では自

由な市場が一般には消費者に も良い結果をもたらすとされている

（OECD, 2010[4]）。しかし、これは数多くの前提に基づいている。すなわ

ち、市場で完全に競争的であり、市場の失敗が存在せず、市場参加者が自

分にとって 適な行動を取り、外部性が存在せず、情報が完全で全部そろ

っていることが必要である。こうした前提が成立しない場合、自由市場は

消費者に 善の結果をもたらさず、政策介入を検討する場合がある。 

市場参加者（特に消費者）が完全で全部そろった情報にアクセスできると

いう前提は、現実ではほとんど実現しない。特に、消費者が市場にある財

やサービスの全ての特性を知ることはほとんどない。「情報経済学」又は

「情報の経済学」は、不完全な情報がもたらす影響を理解することを目的

に、1960年代から1970年代にかけて生まれた（Stigler, 1961[20]）。情報経済

学では、情報の提供と入手にコストが発生すると強調している（Stiglitz, 
2000[21]）。したがって、企業と消費者は、市場においてどのような情報を

提供又は追求するか決める際に、費用便益評価を行う。 

情報経済学では、とりわけ財やサービスの特性及び品質が購入前に確認で

きない場合、非対称的な情報が問題になり得ることも認識されている。購

入前に特性が簡単に評価できる商品やサービスの調査と比べると、 

 経験が伴う商品やサービスの特性は、消費者が購入・使用しないと

特定できない（例えば、レストランの食事）。 



  
行動洞察の活用によるオンライン市場の情報開示の向上 │ 17  

 

OECDデジタルエコノミー文書 

 信頼が伴う商品やサービスの特性は、消費者が購入・使用した後で

あっても特定できない（例えば、予防薬）（Nelson, 1970[22]; Nelson, 
1974[23]; Darby et al., 1973[24]）。 

したがって、経験や信頼が伴う商品及びサービスについては、売り手が消

費者に情報を提供できるものの、消費者はその情報を購入前に検証できな

いことがある。これにより、高品質の商品が市場から閉め出されて「逆選

択」又は「欠陥品」の問題が発生する恐れがある（Akerlof, 1970[25]）。こ

うした状況は、高品質の商品の売り手が消費者に自社の商品の品質を納得

させることができず、高品質に対する高価格を実現できないため発生する。

企業が高品質の商品に対して高価格を得られない場合（かつ製造するのに

コストがより多くかかる場合）、企業が高品質の供給をやめて、市場で提

供される商品の品質が低下することになる。 

また、情報提供する利点が企業にとって十分でない場合、企業は情報を少

なく提供する可能性がある（Beales, Craswell and Salop, 1981[19]）。このカ

テゴリーには、特定の製品タイプの一般的な利点に関する情報が含まれる。

例えば、バナナ生産者がバナナの健康上の利点を宣伝する場合、バナナの

販売は増加するものの、特定のバナナ生産者の売上は必ずしも増加しない

とみられる。この生産者の競合者が投資に対して「ただ乗り」する可能性

がある。したがって生産者には、こうした種類の情報を提供するインセン

ティブがほとんどないとみられる。 

消費者は、他の人の検索行動にただ乗りできるため、個人として 適な水

準よりも検索を行わないことがある（Salop and Stiglitz, 1977[26]）。特に、

消費者は友人や家族から推薦を受けることがあり、これによって検索行動

を減らすことにつながる（Deltas and Li, 2017[27]）。情報を得た消費者は、

市場参加者に統制をもたらす行動を取ることも多く、これにより市場の全

ての消費者に幅広く利点をもたらすことがある（Beales, Craswell and Salop, 
1981[19]）。これは全体として、他の人の検索行動から利点を得られない場

合と比べて、消費者が検索行動を減らすことを意味する。 

非対称的な情報は、競争が十分でない市場において特に問題となるとみら

れる。また、市場支配力を持つ企業は、現状を維持するために、実際、消

費者を圧倒することを意図して過剰な情報を提供することがある（Beales, 
Craswell and Salop, 1981[19]）。 

上記で特定された論点の一部は、市場ベースによる解決も可能である。以

下に例を示す。 

 高品質の製品の生産者は、より高い価格を付けられるように、自社

の製品の品質を消費者に理解させるインセンティブがある。例えば

企業は、品質保証、認定書、返品保証又は払い戻しを提供すること

で信頼を高めることができる（Dewally and Ederington, 2006[28]; 
Productivity Commission, 2008[29]; Rischkowsky and Döring, 2008[30]）。 

 企業（特に、リピーターに依存する企業）には、自社のブランドと

評判を構築するために投資するインセンティブがある（Beales, 
Craswell and Salop, 1981[19]; Productivity Commission, 2008[29]）。この

点で、オンライン企業は、自社の評判を改善し、消費者の信頼を構

築ため、オンラインの評価及びレビューを利用しすることがある

（Bei, Chen and Widdows, 2004[31]）。 
 競合する生産者によるただ乗りの懸念について、業界全体の広告／
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マーケティング・キャンペーンで対処できることがある（競争上の

問題を発生させない範囲で）（Beales, Craswell and Salop, 1981[19]）。 

 消費者は、ブローカー、消費者団体、仲介業者やその他のオンライ

ン・プラットフォームで提供される第三者の情報を利用して、商品

やサービスの品質を検証できるとみられる（OECD, 2010[4]）。こう

した情報は、様々な財やサービスに関してオンラインで広く利用で

きる（セクション4.8等を参照）。当然ながら、こうしたサービス

の利用には追加的な調査コストが発生するとともに、他の消費者保

護問題を生み出す可能性がある。さらに、オンライン評価及びレビ

ューには、それぞれ限界があるとみられる（Aral, 2013[32]）。 

こうした状況では、政府介入は、市場メカニズムにより市場の失敗に対処

できない場合、又は新たな消費者保護の懸念が生まれる場合にのみ検討す

べきである。 

しかし、上記で検討した問題の一部は、市場での解決が難しいとみられる。

特に、企業には、虚偽の情報又は誤解を招く情報を公開する、又は、十分

な情報を公開しないというインセンティブが依然として存在するとみられ

る。これにより、消費者は、自分にとって 適でない決定をする可能性が

ある（OECD, 2005[33]）。加えて、こうした方法は競争を歪め、消費者の信

頼を失う可能性がある（Beales, Craswell and Salop, 1981[19]）。 

虚偽又は誤解を招く宣伝文句は、信頼が伴う商品や、1回ごとの経験の商

品において懸念になる可能性が極めて高い。こうした状況において、消費

者が宣伝文句を検証するための十分な情報を持っていない可能性があるか

らである。豊富な情報が利用できるインターネット時代においても、消費

者は特定の財やサービスについて企業の宣伝文句を検証する際に依然とし

て困難に直面しているとみられる（Dimoka, Hong and Pavlou, 2012[34]）。ま

た、競合企業は同じような欠陥を抱えている場合、又は宣伝文句へ反論す

る利点がコストを上回らない場合、反論は行われないだろう。例えば、タ

バコ会社が喫煙による健康問題を強調することはないだろう。加えて、企

業は、コストが高い、かつ／又は結果として新規顧客を獲得できない場合、

競合企業の宣伝文句に反論しないと思われる。こうした理由により、多く

の国で企業が虚偽又は誤解を招く宣伝文句を行うことを法律で禁じている

（不作為によるものを含む）。 

企業による不十分な情報提供という問題は、義務的な情報開示要件によっ

て対処されることが多い。情報開示には数多くの利点がある。その1つと

して、情報開示は企業が提供する製品やサービスの種類を制限することが

ほとんどないため、自由な商取引に干渉せず、こうした製品やサービスに

関する消費者の選択の自由を維持することが挙げられる（Howells, 
2005[35]）。また、情報開示は個人の自律性も維持する傾向がある

（Grundmann, Kerber and Weatherill, 2001[36]）。しかし、以下の章でも検討

するように、消費者に力を与えるように情報開示を効果的にデザインする

ことは簡単ではない。 
 

2.2. 消費者が必要とする情報は何か？ 
 

オンライン・ショッピングで情報に基づいて決定するために消費者が必要

とする情報は、「電子商取引に関する勧告（E-commerce Recommendation）」の

改訂においてCCPが検討した課題の1つとなっている。「電子商取引に関
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する勧告」のセクションCでは、オンライン情報開示を扱っており、オン

ライン企業が消費者に提供すべき情報の種類について、基本原則及び具体

的な詳細を提供している。「電子商取引に関する勧告」のこの項目及びそ

の他の関連項目は、付属文書Aで再現されている。 

オンライン情報開示の内容について、「電子商取引に関する勧告」では、

オンライン企業が自社、販売する商品やサービス、及び取引に関する情報

を消費者に提供することを提言している。全体的な目標は、消費者が十分

な情報を得て、取引に関して情報に基づいて決定することである。情報に

基づく決定の主要な要素となるものは、製品又はサービスの価格及び特性、

販売、支払及び納期の条件、並びに購入後の当事者の権利を知ることと関

係する。 

電子商取引ガイドラインは、企業が消費者に提供すべき情報の種類を比較

的詳細に示しているが、この情報を提供する方法とタイミングについては

指示しておらず、オンラインにおける情報開示を以下のようにすべきだと

指摘するに止まっている。 

 明確、正確、簡単にアクセスできて、目立つこと。 
 該当する現地の言語及び通貨を使用し、明確かつ分かりやすい言葉

で作成する。 
 適切なタイミングで開示する。 
 消費者が完全、正確かつ永続的な記録を得られるような方法で提供

する。 
 取引が行われるデバイス又はプラットフォームに精通している。 

これらの要件の一部は本質的に、行動洞察の知見から得られたものである。

こうした知見では、消費者が情報の内容だけでなく、情報提供の方法とタ

イミングによっても影響を受けることが認識されている。これについては

第3章で詳細に検討する。 

実際のところ、電子商取引ガイドラインで詳細に示される情報の大半は、

義務化されなくても企業が提供すると考えられる。これらの情報の多くは、

常識的な内容であり、消費者の忠実な支持を得たいと思う企業であれば提

供しようと考える内容である。しかし、他の情報はそれほど積極的に提供

されない可能性がある。例えば、相互互換性がない財やサービスを提供す

る企業は、こうした情報の開示にそれほど積極的でない場合がある。 
 

2.3. OECD加盟国におけるオンラインにおける情報開示の要件 
 

オンラインにおける情報開示の要件は、OECD加盟国によって異なる。こ

のセクションでは、主なアプローチの一部について、きわめて広範な概要

を示す。 

一般的なレベルにおいて、大半のOECD加盟国では、企業が消費者の誤解

を招く、又は消費者を欺くことを禁じる法律を定めている。こうした法律

は通常、消費者がオンラインで購入する場合でもオフラインで購入する場

合でも、等しく適用される。このようにOECD加盟国の法律は、虚偽の情

報又は誤解を招く情報に基づいて購入することから消費者を保護している。

また、一部の誤解を招く又は欺まん的手法も、多くの国・地域において禁

止又は制限されている。これについては、本報告の残りの部分で関連する

項目を検討する。こうした禁止及び制限は、企業と消費者の間にある一部
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の情報の非対称性に対応するものであり（逆選択に関するものを含む）、

効果的な競争及び正常に機能する市場にとって、正確な情報が重要である

ことが認識されている。 

また、多くの国・地域（例えば、カナダ、コスタリカ、欧州連合（EU）、

日本及び米国）では、広告資料により消費者の誤解を招かないようにする

ための追加の要件がある。こうした要件は、指針の資料によって補足され

ることもある。例えば、米連邦取引委員会は、2016年に「欺まん的な広告

形式に関する法執行指針（Enforcement Policy Statement on Deceptively 
Formatted Advertisements）」を公表し、特定の広告形式が欺まん的である

か判断するためにFTCが考慮するする一般原則を提示し、現代のメディア

に適用している。 

一部のOECD加盟国は、企業が消費者に提供すべき情報の「リスト」も義

務化している。こうしたリストの具体的な項目は国・地域によって異なる。 

例えば、EUでは、消費者権利指令第6条（2011[37]）に基づき、オンライン

企業は20種類の情報を消費者に提供する必要がある。これには、財／サー

ビスに関する詳細、取引業者、価格情報、消費者の権利及び返品保証、支

払及び配送の詳細、契約の詳細、デジタル・コンテンツの相互互換性、並

びに消費者救済が含まれる。 

カナダでは、8つの州で、オンライン企業が消費者に提供すべき13種類の

情報を並べた「インターネット販売契約の調和テンプレート（Internet 
Sales Contract Harmonization Template）」が採用されている。これらの要件

は、OECDの「1999年電子商取引に関する消費者保護ガイドライン（1999 
Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce）」

（[38]）と整合するように構築されている（改定された電子商取引ガイドラ

インとおおむね整合している）。コスタリカにも同様の要件が存在し、企

業 は 「 2016 年 電 子 商 取 引 に 関 す る 勧 告 （ 2016 E-commerce 
Recommendation）」で示された要件に沿って、消費者に様々な種類の情報

を提供する必要がある。 

イスラエルでも同様に、オンライン企業がマーケティング段階で消費者に

提供すべき7種類の情報について、より小さい規模のリストを作成してい

る（1981年消費者保護法第14C項）。また、企業は、商品の価値を大幅に

損なう欠陥又は確認済みの特性、及びその商品の通常の使用又は取り扱う

際において怪我を避けるために必要なメンテナンス又は使用方法を強調す

ることが求められている（1981年消費者保護法第4項）。 

メキシコでは、企業は住所と電話番号のみ提供するよう求められている。

ただし、メキシコの法律では、企業が提供する財及びサービスの条件、費

用、追加料金（存在する場合）、及び支払形式に関する情報を全て知る権

利が消費者に与えられている（消費者保護法第VIIIの2章第76の2条を参

照）。 

米国では、連邦法において、全ての企業が消費者に提供することを求める

情報のリストはない。代わりに、米連邦取引委員会（FTC）法は、企業が

不公正、又は欺まん的な行動を取ることを禁止している。企業がオンライ

ンで開示すべき内容に対し実際に意味するところは、判例法、並びに規則、

法執行声明、公式のガイドライン、及び非公式の職員ガイダンスを含む

FTCのガイダンスによって構築されている。また、州ベースで、特定の企

業が一定の種類の情報を消費者に提供することを要求する法律と規則が数
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多く存在する。例えば、カリフォルニア州民法§1789.3では、電子商取引

業者が自らの名称、住所、及び電話番号、消費者が支払う料金、並びに紛

争解決について、消費者に知らせることが要求されている。 

他の国・地域では、企業が同様の種類の情報を提供することが推奨されて

いる（要求ではない）。例えば、オーストラリア政府（2006[39]）の「電子

商取引ガイドライン（Guidelines for Electronic Commerce）」では、オンラ

イン企業が様々な種類の情報を消費者に提供することが推奨されている。

これらの情報は電子商取引ガイドライン（OECD, 2016[3]）で列挙された情

報とおおむね整合している。 

また、多くのOECD加盟国には、追加的な情報開示要件があり、オンライ

ン環境を含む特定の市場及びセクターに適用されている。例えば、多くの

OECD加盟国では、通信、規制されている公益事業及び金融サービスで、

消費者向けのある種の情報開示について詳細な要件が存在する。 
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3. 行動洞察 
 
 

このセクションでは、情報開示に関して消費者行動の文献を検討し、主要

な教訓を明らかにする。特に、行動洞察の文献では、情報過多、保有効果、

デフォルト効果及び現状維持効果、アンカリング効果、フレーミング効果、

自信過剰、時間的不整合性／近視眼的行動といった行動「バイアス」が数

多く存在し、オンラインの情報開示の有効性を損なう恐れがあると示唆さ

れている（囲み記事3.1を参照）。これらについて以下で検討する。 
 

3.1. 消費者が直面する情報過多 
 

消費者が処理できる情報量には限界がある（Miller, 1956[40]）。情報過多ド

は、消費者が複雑な製品又は多くの選択肢に直面し、決定するのが難しい

と感じたときに発生する。 終的に、消費者は、決定しないという選択を

したり、比較的単純な「目安」や「経験則」に基づいて決定したりするこ

とがある（OECD, 2017[2]）。 

これにより、消費者が生活を改善し得るような購入を控える、又は誤った

決定をすると（例えば、サービス供給者を切り替えることで改善する場合

でも既存の業者を使い続ける）、消費者に損失が発生する可能性がある。

実際、Levav et al.（2010[41]）は、選択肢が増えると、消費者はデフォルト

の選択肢に固執する可能性が高いことを明らかにしている。また、数多く

の研究では「過剰な負荷が加わると、人々は満足感や自信を失い、混乱が
大きくなる」ことが明らかにされている（Lee and Lee, 2004, p. 177[42]）。 

消費者は、購入を決定する際に以下を含む様々な情報を利用している

（OECD, 2010, p. 34[4]）。 

観察及び製品の使用、友人及び家族、広告及びその他のマーケテ
ィング活動を行う企業、並びに政府、仲介者及び独立組織などの第三
者から得た情報。 

デジタル経済において、消費者はさらに多く、多様で、様々なソースの情

報を利用できる。英国の元公正取引庁（OFT）の報告では以下のように述

べられている（2007, p. 26[43]）。 

インターネットでは、比較的アクセスしやすい価格情報から、製
品、供給業者及び取引情報について議論できる専門フォーラムまで、
様々な情報が消費者に提供されている。効果的に利用すれば、検索エ
ンジンと価格比較サイトは、情報を簡単に見付けることのできる、価
値のある存在となる可能性があり、多くの製品及び価格を比較し、自
分にとって 適な取引（おそらくは、他では見付けられない低価格で
の取引）を選択することを可能にする。 

しかし、OFT（2007[43]）は、オンラインで利用可能な大量の情報が十分に

整理されていないことによって、消費者がフラストレーションを感じるこ

とも明らかにしている。これは、情報過多を引き起こし、検索回数が多く

なるためである。消費者は、選択肢が十分でないという問題ではなく、過

剰な情報及び選択肢により、提案が比較できないという制約を感じている

場合がある（Gill Wales Research, 2014[44]）。実際、欧州委員会（EC）が委

託した研究では、消費者はオンライン・ショッピングにおいて、「情報過
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多を回避し、選択肢を簡素化する意欲が高い」 ことが明らかになっている

（オフラインとの比較）（Leenheer et al., 2014[45]）。Benartzi and Lehrer 
（2017[5]）でも同様の見解を示している。 

 
 

囲み記事3.1 オンライン情報開示に対する消費者の理解に関連する行動バイアスの例 
 

情報過多：複雑な製品や膨大な選択肢を前にすると、消費者は可能な選

択肢を無視したり、選択しないことを選択したりすることがある。また

消費者は、単純な「目安」や「経験則」に依存する可能性もある。 

デフォルト効果及び現状維持効果：デフォルトオプションとして消費者

に選択肢を1つ提示すると、消費者はその選択肢を選びやすくなる。デフ

ォルトの力は現状維持効果と関係しており、消費者は現状に留まろうと

する強い傾向を持つ。 

保有効果：多くの場合、消費者はあるモノを諦める際に、そのモノを手

に入れるために進んで金銭を支払うときと比べてより非常に多くを求め

る。そのモノが消費者の保有物の一部となると、消費者にとってのその

モノの価値が高まる。これは、消費者には損失回避傾向があるためであ

る。 

アンカリング効果：消費者は、自分が も重要だと思う情報について、

決定の「アンカリング」（錨を下す）を行う。これは、追加の情報が提

供されても、消費者が提案の価値に対する認識を十分に調整できないこ

とを意味する。 

フレーミング効果：消費者は、情報の提示方法に影響される。ある特定

の方法で選択肢を提示すると、消費者は特定の基準からその選択肢を評

価する場合がある。 

プライミング効果：消費者が宣伝などに絶えずさらされると、一部の特

性が消費者の決定に過度の役割を果たす場合がある。プライミングは、

一部の特性を目立たせることで、選好に影響を与える可能性がある。 

自信過剰：消費者は何らかの行動の結果として、自分が予期される平均

的な結果よりも好ましい経験をする可能性が高いと考える傾向がある。

例えば、多くのドライバーは、自分は平均的な人よりも安全であると考

える。 

誇張された割引／近視眼：消費者は、将来の時間よりも、現在にはるか

に価値があると考える傾向がある。これは、強制されないと、退職後の

蓄えが少なくなるようなことを説明できる。 

時間的不整合性：消費者は、短期的な衝動と長期的な利害の矛盾によ

り、時間をまたいで一貫性のない選択を行うことがある。 

社会規範及び文化規範：多くの場合、消費者は特定の社会又はグループ

の価値観、行動、期待によって導かれる。例えば、人々に他人のしてい

ることを認識させると、個人の根底にある動機を強化できる。 

出典：OECD （2017, p. 9[2]） 
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そのため、情報の提供される範囲が拡大しても、消費者にとって結果は必

ずしも改善されないとみられる。Citizens Advice （2016, p. 28[46]）では以下

のように述べられている。「購入時に消費者が利用できる情報は増えてい
るにも関わらず、ほとんどの人は全体を読んでおらず、多くの人は正確に
理解していない。」マーケティングのディスクレーマーに関して日本の消

費者庁が実施した研究では、この問題が説明されている（囲み記事3.2を
参照）。 

 
 

囲み記事3.2 日本におけるマーケティングのディスクレーマー 
 

日本の消費者庁は、「強調される主張」に関するマーケティングのディ

スクレーマー（消費者庁は「打消し表示」と呼ぶ）に対する消費者の態

度、及びその有効性について研究を行った。この研究の結果からは、こ

うしたディスクレーマーに気付く消費者はほとんどおらず、気付いたと

しても多くの人は読んでいないことが示唆されている。この研究は、

様々な形式のディスクレーマーに関する消費者調査及び消費者の実験に

基づくものであった。 

この調査では 初に、様々な形式のメディアでディスクレーマーに通常

注意を払うか消費者に尋ねた。オンライン・マーケティングでは、調査

回答者の57%超が、PC画面の同じページでもディスクレーマーを読まな

い。消費者がスマートフォンをスクロールする必要がある場合、この割

合は75%を超えた。この主な理由は、書面と小さなフォントを読むのが面

倒だからである。 

消費者庁は次に、消費者がマーケティング・ディスクレーマーに気付く

かテストするため、オンライン実験を何度も行った。ある実験では、48
ポイントのフォントで宣伝文句を強調し、ディスクレーマーを10ポイン

トとした。宣伝文句に気付いた消費者のうち、84%超はディスクレーマー

を見落とした。別の実験では映像を利用したもので、ディスクレーマー

の半分以上を見落とした消費者は91%を超えた。別の例では、消費者はデ

ィスクレーマーを見るためにスクロールする必要があった。宣伝文句に

気付いた消費者のうち、ディスクレーマーを見逃した割合は68%を超えた

（58％がディスクレーマーのサイズのせいとして、40％がスクロールの

必要性のせいとした）。 

ディスクレーマーを見落とす主な理由には、i）小さいフォントサイズを

使用していること（一般的な大きさ、及び強調された宣伝文句のフォン

トサイズとの比較における大きさ）、ii）ディスクレーマーが強調された

宣伝文句の近くに表示されていないこと、iii）模様の入った背景のために

ディスクレーマーが読みにくいことがあった。また、映像を使ったマー

ケティングにおいて、その他の問題としては、i）ディスクレーマーを読

む時間が十分にないこと、ii）ディスクレーマーが宣伝文句と同じ場面で

表示されないこと、iii）ディスクレーマーがテキスト形式でしか表示され

ないこと（宣伝文句は音読されている）、iv）全般的な情報過多があっ

た。 

研究で指摘された追加的な懸念としては、消費者がディスクレーマーに

気付いたとしても、様々な理由によりその意味が理解しなかったことが

ある。このため、一部の消費者はディスクレーマー全体を無視すること
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となった。 

出典：消費者庁（日本）（2017[47]）。 

 

 
また、消費者には時間も不足している。Gill Wales Research（2014[44]）は、

2014年の英国の消費者が市場と関与する時間は、平均で週3～4時間と推計

した。これには、一連の消費者向け製品及びサービスに対するオンライン

及びオフラインのショッピングが含まれる。こうした背景において、消費

者はオンライン・ショッピングで時間的な圧力を受けており、「商品及び
サービスについて市場で直面する問題に対応する時間が足りないと感じる
ことが多い」（Citizens Advice, 2016, p. 2[46]）。 

これは、消費者が市場と関与する方法に影響を与える。消費者政策ツール

キットでは以下のように述べられている（OECD, 2010, p. 27[4]）。 

･･･時間的な圧力を感じる消費者は、以下によって重要な決定をす
る可能性が高くなる。i）検索を制限する、ii）仲介者のアドバイスに
頼る、iii）目安を利用する（すなわち、経験則を利用する）、iv）適切
な調査と提案の評価に必要となる手間を考慮して、購入の決定を控え
る。 

また、市場からの提案を検討することに更に時間を使いたいと思う消費者

はほとんどいない。例えば、可能であれば「ショッピングとサービス」に

更に時間を使いたいと考える英国の消費者は、僅か1%であった（OFT, 
2007[43]）。また、Citizens Advice（2016[46]）の調査では、情報開示を読む

のに時間を使うように消費者を促すのは、逆効果となる可能性があると示

唆されている。この調査では、情報を読むために更に時間を使うように促

された消費者は、通常の意思決定プロセスに従った場合よりも、決定に対

する満足度が低下する傾向があることが明らかになった（Citizens Advice, 
2016[46]）。ただし調査では、価格、品質及び問題を回避することに関して、

消費者がより良い決定をしたかどうかはテストされていない。 

（単なる量ではない）複雑さによっても、消費者は意欲を失うか、 適で

ない決定をする場合がある。これは、エネルギー価格についてEC 
（2016[48]）が実施した実験で明らかになっている。この実験では、消費者

に複雑又は簡単な価格情報を提示し、2回にわたって自分に 適なエネル

ギー取引を選択するよう依頼した。 初の回では、2つの形式の価格に大

きな違いが見られなかった。しかし2回目では、単純な価格情報を提示さ

れた消費者の37%が 適な取引を選択したのに対し、複雑な価格情報を提

示された消費者では22%であった（15ポイントで統計的に有意な差となっ

た）。 

Bar-Gill（2012, pp. 18-19[49]）では、一部の企業は以下の理由により、実際

に故意に複雑性を高める可能性があると論じられている。 

･･･十分に合理的でない消費者から製品の真のコストを隠す。 
･･･十分に合理的でない消費者は、無視することで複雑さに対応する。
こうした消費者は、目立たない価格側面を無視することで決定を単純
化する･･･そのため複雑性は合理的な消費者を当惑させることはないが、
十分に合理的でない消費者を誤解させる可能性は非常に高い。 

また、複雑さにより、消費者は自分が持つ情報を考慮せずに他人の行動に
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従う可能性があり（「情報カスケード」と呼ばれる）、消費者の決定がお

粗末になる傾向がある（Bikhchandi, Hirshleifer and Welch, 1998[50]）。Duan 
et. al.（2009, p. 25[51]）では以下のように述べられている。 

･･･オンラインにおいて情報が豊富であることは、必ずしも消費者
の利益とならない。情報カスケードは、社会的配分が次善のものとな
ることが知られており･･･情報カスケードをもたらす、簡単に利用でき
る製品ランキング情報を提供することで、インターネットは消費者の
厚生を向上させるのではなく、低下する可能性がある。 

情報過多の問題が明らかになる具体的な状況として、消費者がオンライン

の利用条件を読まないという場面が指摘できる。オンラインでの購入決定

時に、大半の消費者がオンラインの利用条件を読んでいないことがますま

す明らかにされており、こうした状況が受け入れられつつある（囲み記事

3.3を参照）。実際、多くの消費者は単にオンライン利用条件を受け入れ

るか、全体は読まず簡単に目を通すことが多い。 
 

 

囲み記事3.3 オンライン利用条件を読む人の数 
 

一部であれ全体であれ、オンライン購入の際にオンラインの利用条件を

読む消費者はほとんどいないことがますます明らかになっている。オン

ラインの利用条件を読む消費者の数（少なくとも一部を読む人）は、提

示方法、関連する製品又はサービス、及び読む人の数を測定する手法に

よってばらつきがあるが、0.2%から77.9%と推計される。 

EC （2016[52]）では、95～100%の消費者がオンラインの利用条件を受け入

れるものの、全てを読む人はほとんどいないことが明らかになってい

る。読む人の数は、利用条件の提示方法によってばらつきがあった。消

費者がクリックして利用条件を表示しなければならない場合、リンクを

開いたのは僅か9.4%であった一方、スクロールして表示できる利用条件

に少なくとも目を通したと答えた割合は77.9%であった。 

読む人の数に関するその他の推計は、4%（Hillman, 2005[53]）から7%（英

国の消費者についてSmithers （2011[54]）を参照）とばらつきがある。エン

ドユーザー使用許諾契約（EULA）を読む人の数は、EULAにアクセスし

た消費者の割合が僅か0.2%と、さらに少ない（Bakos, Marotta-Wurgler and 
Trossen, 2014[55]）。また、Marotta-Wurgler （2011[56]; 2012[57]）では、オン

ラインEULAを読む人の数を改善する上で、消費者の同意を要求するのは

ほとんど役に立たないことが明らかになった。 

読む人の数は、購入する製品やサービスの種類によって異なる場合があ

る。Stark and Choplin （2009[58]）では、ソフトウェアのダウンロードで利

用条件を全て読む消費者は僅か5%であることが明らかになった。しか

し、金額や利害が大きい場合、消費者が利用条件を読む可能性が高くな

る。同じ研究では、レンタカーの契約を読むと答えた人の割合は72%、住

宅ローン契約を読むと答えた人は73%であることが明らかになった。ピ

ア・プラットフォームに対する消費者態度に関するOECDの 近の調査で

は、ピア・プラットフォーム（UberやAirbnb）の利用条件を全て読むと答

えた割合は僅か17%であった（OECD, 2017[59]）。 
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しかし、これは行動バイアスによるものではなく、読むことのコストと利

点を合理的に評価した結果であると裏付けられている（Helleringer and 
Sibony, 2016[60]; Ben-Shahar, 2008[61]）。特に、図3.1の例で示すように、オ

ンラインの利用条件を読むには時間がかかることが多い。また、大半のオ

ンラインの利用条件には複雑さと専門用語が含まれており、多くの消費者

にとって近寄りがたいものとなっている（European Commission, 2016[52]）。

懸念されるのは、オンラインの利用条件がより長く、理解がより困難なも

のとなってきていることであうｒ（Marotta-Wurgler and Taylor, 2013[62]; 
Warren, 2008[63]）。また、消費者はオンラインの利用条件について交渉で

きず（特にオンライン大企業に対して）、利用条件に同意するほかに現実

的な選択肢がない場合がある。この場合、読むことによる利点はほとんど

ない（Ben-Shahar, 2008[64]）。 
 

図3.1 オンライン利用条件（T&C）を読むには時間がかかる 

 

 
出典：Parris (2012[65]); Norwegian Consumer Council (2016[66]); McDonald and Cranor (2008[67]) 
and Hern (2015[68]). 

 
 

3.2. アンカリング効果とフレーミング効果：文脈、形式及びタイミングが

重要 
 

経済理論では、消費者に情報を伝達すべき方法とタイミングについてほと

んど言及されていない（取引に同意する前に、消費者が情報を必要とする

ことのみ示唆されている）。しかし、行動洞察の知見では、これらの問題

が重要であると示唆されている（Tversky and Kahneman, 1981[69]）。特に、

消費者はアンカリング効果とフレーミング効果の影響を受けやすい。 

アンカリング効果は、消費者が決定の際に特定の情報を重視し過ぎる場合

に発生し、多くの場合、他の情報がおろそかにされる（Tversky and 
Kahneman, 1974[70]; Kahneman, Lovallo and Sibony, 2011[71]）。これは、追加

情報が提供されても、消費者が提案全体を適切に評価していないと言える。

これにより、 適でない選択と、消費者の損失が発生する可能性がある。

消費者が難しい決定に直面しているような（すなわち、消費者が情報過多

68分 Fitbitの利用条件を読む時間 

 

労働日数で78日 年間で遭遇するプライバシー通知を全て

読むのにかかる時間 

14万6,000語 1週間で遭遇するオンライン利用条件の 

文字数 

ハムレット PayPalの利用条件より短い 

 

マクベス Apple iTunesの利用条件より短い 
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にも直面している）場合、一般的なアンカリング・ポイントの一つとなる

のは価格である。これにより、以下で検討するように、価格に関するフレ

ーミング効果など、他の行動バイアスが悪化する可能性がある。 

フレーミング効果とは、消費者が企業から提供される情報の内容だけでな

く、情報の提示方法によって影響を受けることを意味している（Tversky 
and Kahneman, 1981[69]; Sunstein, 2011[72]）。したがって、特定の方法で選択

肢を提示することで、消費者は特定の基準からその選択肢を評価すること

を促される場合がある。実際、決定におけるフレーミング効果は決定を変

化させることすらある（King and Smith, 2010[73]）。いくつかの研究におい

て、消費者が開示される情報を読んで理解するかどうかについて、情報開

示のタイミング、文脈及び頻度が重要であることが示されている（FTC, 
2016[74]）。 

消費者が影響を受けやすいことに関する調査の一環として、EC（2016[48]）

は行動研究により、消費者が自分にとって 適な無担保消費者ローンを選

択する能力に対して、情報の目立ち方が与える影響を評価した。2つのテ

スト環境において消費者は同じ情報を受け取るものの、実質年率（APR）
の目立ち具合は異なっていた。一方では大きなフォントで上部に表示され、

他方では下部に小さいフォントで表示された。実験のいずれの回でも、

APR情報が目立つ方の消費者の方が良い結果となった（ 初の回で 善の

ローンを選択した消費者の割合が91%対82%で、2回目は88%対82%であっ

た）。 

フレーミング効果（及びアンカリング効果）は、価格の情報開示において

特に問題となることがある。消費者に損失をもたらす可能性のある一般的

な価格設定手法については、囲み記事3.4で説明されている。2010年、OFT
はこれらの様々な形式の価格設定手法の効果について詳細な研究を行った

（[75]）。この中で、 も誤解を招きやすい手法はドリップ・プライシング

であり、タイムセール、おとり価格、複雑な価格、参照価格、数量提案及

び「無料」提案がこれに続いた。ドリップ・プライシング、タイムセール

及びおとり価格についてはセクション3.3で詳細に検討する。参照価格は

以下で検討する。複雑な価格の効果は、情報過多の効果と同様のものであ

る（セクション3.1を参照）。 

数量提案及び「無料」提案は、消費者が単価を判断することができて、企

業が提案に関して誤解を招く手法を使用しなければ、消費者の利点となる

一般的な手法尾となる（OFT, 2010[75]）。これらの手法は、誤解を招く行

動に対する包括的な消費者保護法で一般に評価できる。 
 

参照価格 

参照価格は、ある価格が別の「参照」価格の横に表示される場合に発生す

る（先行販売価格、競合価格又は小売参考価格など）。参照価格では、ア

ンカリング効果を利用し、消費者は参照価格を販売価格と比較して提案の

価値を判断する（Ahmetoglu, Furnham and Fagan, 2014[76]）。 

経済理論では、参照価格が消費者の支払意欲に影響を与えることはないと

示唆されるだろう。しかし、高い参照価格が提示されると、消費者は一般

に進んでより多く支払を行うと研究されている（Kristensen and Gärling, 
2000[77]）。Ahmetoglu et al.（2014, p. 699[76]）では、参照価格の効果に関す

る文献を調査して、以下のように結論付けている。 
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･･･多くの証拠において、参照価格の存在が消費者の取引価値に対
する評価と購買意欲を高め、調査意欲を低下させる可能性があること
が示されている･･･参照価格は、大きく誇張され、消費者がそれを正し
いかを疑う場合でも、消費者に影響を与える可能性がある。 

提案の価値に関して、消費者が市場で支払うと予想される正確な参照価格

を含めると消費者に情報を提供する際に有益となる場合がある（OFT, 
2010[75]）。しかし、企業は、消費者の需要が歪めるために、誇張した又は

不正確な参照価格を使用する可能性がある。これは、消費者が参照価格に

ついて懐疑的である場合でも、競争に悪影響を与える可能性がある

（Urbany, Bearden and Weilbaker, 1988[78]; Van Boom, 2011[79]）。これを踏ま

え、企業は、消費者が市場で目にする可能性のある、正しい参照価格のみ

を使用することが重要である。 
 

 

囲み記事3.4 価格設定方法と行動バイアス 
 

ドリップ・プライシング 

ドリップ・プライシングは、企業が自社の製品をある（安い）価格で宣伝

し、後から回避できない料金や追加料金を加えることで起こる。ドリップ・

プライシングでは、アンカリング効果と保有効果を利用する（セクション3.3
を参照）。消費者は、取引過程で価格が上昇しても、自分の購入決定に拘束

され、購入を諦めないため、消費者の損失につながる。また、購買意欲、価

格及び価値の満足度を高め、調査意欲を低下させる可能性がある（Xia and 
Monroe, 2004[80]）。 

 

タイムセール 

タイムセールでは、企業が希少性を演出できる場合に、消費者の損失回避的

な傾向を利用することがある（Ahmetoglu et al., 2010[81]）。タイムセールは、

売り出しの時間制限について企業が誤った情報又は誤解を招く情報を提供す

る場合に、消費者に損失を与える可能性が極めて高くなる。 
 

おとり価格 

おとり価格は、自分の店舗／サイトに消費者を惹きつけるために企業が安い

価格で製品を宣伝するものの、セールで販売している製品は僅かしかなく

（売り切れ）、消費者がその場でより高い価格で購入してしまう場合に発生

する。ドリップ・プライシングと同様、ここでも保有効果が利用されており

（セクション3.3を参照）、消費者被害をもたらす可能性がある（Ellison and 
Fischer Ellison, 2009[82]）。 

 

複雑な価格 

複数の要因に依存する複雑な価格により、消費者が価格の特定に苦労するこ

とがある。複雑な価格の効果は、情報過多の効果と類似しており、自らにと

って 善の決定を下せない場合に消費者被害につながる可能性がある

（Ahmetoglu et al., 2010[81]）。複雑な価格は、消費者の自信過剰的な性質も利

用することがある（セクション3.5を参照）。 
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参照価格 

参照価格は、別の（高い）価格が参照する形で表示されている場合に発生す

る。これには、先行販売価格、競合の価格、参考小売価格、販売後価格など

がある。経済理論では、参照価格は何の影響もないと示唆されるが、行動研

究では参照価格が消費者の価値の評価、したがって購入意欲に影響を与える

ことが示されている（Ahmetoglu et al., 2010[81]）。 
 

数量提案及び「無料」提案 

数量提案及び「無料」提案は、企業が追加品目の購入に対して割引を行うと

きに発生する。例えば、企業は「2つ買うと1つ無料」といった提案を消費者

に行うことがある。これにより購入数量が増えるであろうが、消費者の節約

となることがあるため、消費者にとってネットの効果を特定するのは難しい

（Ahmetoglu et al., 2010[81]）。 

 
 

このため、OECD加盟国の消費者当局の多くは、誇張した又は不正確な参

照価格を利用した企業に対して措置を講じている。こうした種類の事例は、

参照価格を禁止する個別の法律ではなく、企業が誤った情報又は誤解を招

く情報を提供することを禁止する一般的な消費者保護法で追求される傾向

がある。これについてはセクション4.1で詳細に検討する。他の事例では、

米国連邦取引委員会などの一部の当局では、特にオンライン環境において

積極的な価格競争が消費者の利益となることを踏まえ、参照価格へ執行措

置を優先的に採ることは考えていない。オンライン環境において、消費者

は簡単に、「提案されているバーゲン価値を競合する小売業者のウェブサ
イトで確認したり、Amazon.comで金額を比較したり、さらにはeBayを使っ
て中古品を購入した場合の価格も確認できる」（Pitofsky, Shaheen and 
Mudge, 2004, p. 64[83]）。 

 
情報の提示 

より一般的に、行動洞察では、情報の提示が重要であることが示されてい

る。例えば、消費者は長い文章による情報開示の 上部のみ読む傾向があ

る（FTC, 2016[74]）。企業は、問題となる条件をはるか下に置くことで、

こうした傾向を利用することができる。また、Levav et al.（2010[41]）では、

選択肢の順番（及びデフォルトの選択肢 － セクション3.4を参照）が消費

者の決定に大きな影響を与え得ることが明らかにされている。形式も重要

であり、消費者は小さな活字体、脚注、新しいウィンドウ及び／又はスク

ロール式のテキストボックス内の情報に関心をそれほど払わないことがあ

る（European Commission, 2016[52]）。 

また、消費者の決定が、その決定を行う環境に影響を受けることが裏付け

られている（Darke, Chattopadhyay and Ashworth, 2006[84]）。例えば、モバイ

ル機器を通じて行われた取引は、「移動中にいつでも使用できるような状

況」で行われることが多く、このとき消費者は移動中に短時間で購入を決

定する。こうした状況では、消費者が、取引に同意する前に条件を十分に

確認する能力は限定されることがある。他方、こうした状況で販売の条件

を完全に理解するには時間がかかり、負担が大きくなるとみられる

（OECD, 2014[85]）。 
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情報を開示する媒体（テキスト、音声又は映像）も意思決定に影響を与え

ることがある（Benartzi and Lehrer, 2017[5]）。Jiang and Benbasat（2007[86]）

の調査では、映像（ナレーションの有無にかかわらず）は、高度に複雑な

製品の場合を除いて、商品の特徴を消費者に伝える上でより効果的である

と示唆されている。また、広告文脈において、Facebookが実験を行い、モ

バイル機器とテレビの広告を比較したときと同様（Facebook, 2015[88]）、

テキストではなく画像を含む広告が消費者の興味をよりそそると示唆して

いる（Facebook IQ, 2017[87]）。 
 

3.3. 保有効果：消費者は損失回避的である 
 

保有効果は、消費者が手に入れるために進んだ支払を行ったモノを諦める

際に、それより大きなものを求めるときに発生する。つまり、「授かりも

の」の一部となった商品は、消費者にとって価値を増す（OECD, 2017[2]）。

これは、「損失回避」と呼ばれる概念で説明できる（Kahneman, Knetsch 
and Thaler, 1991[89]）。Tversky and Kahneman（1992, p. 298[90]）では以下のよ

うに述べられている。「リスクと不確実性がある場面での選択では、利益
よりも損失が大きく見えるという基本的な現象が存在する。」つまり、消

費者は損失回避的である。ドリップ・プライシング、おとり価格及びタイ

ムセールは全て、保有効果と損失回避が利用されている。 
 

ドリップ・プライシング 

ドリップ・プライシングは、保有効果を利用している。消費者がある特定

のオンライン購入を決定すると（特にかなりの調査時間と労力を必要とし

たもの）、その決定は、実質的に自分が保有するものの一部となる。つま

り、消費者の心理では、すでに入手したものとなる。その後、購入のコス

トがドリップ・プライシングによって高くなると、消費者は損失回避によ

り、購入を諦めることが難しくなる場合がある（OFT, 2012[91]）。これに

より、消費者は自分にとって 適ではない購入を行う可能性がある。つま

り、消費者は十分に買い回りをしないで、本来ならば選ばない、より高い

価格で購入してしまう可能性がある。ドリップ・プライシングは、消費者

が 終価格を理解し、比較することをはるかに難しくする可能性がある

（Greenleaf et al., 2016[92]）。 

上記に述べたように、OFT（2010[75]）は、テストした情報開示の中で、ド

リップ・プライシングが消費者に 悪の結果をもたらすことを明らかにし

た。ドリップ・プライシングの効果をテストするために、模擬的なオンラ

イン実験が行われた。結果としては、ドリップ・プライシングを行わない

基準となる環境と比べて、検索の誤りが9%（消費者が十分な検索を行わ

ないことが原因）、購入の誤りが14%増加した（消費者の購入数量が多す

ぎる）。また、消費者は、そうすべきではないのに、 初に訪れた店舗に

固執する傾向があった。消費者が 初に「訪れた」店舗で不必要に購入し

た割合は27%となり、 初の店舗における販売量は適正な販売量の112%と

なった。この実験では、ドリップ・プライシングが消費者の意思決定を大

幅に歪め、消費者被害につながる可能性があることが示されている。 

Morwitz and Santana（2012[93]）は同様の実験を2つ行った。1つは航空業界、

もう1つはレンタカーに関するものである。航空業界の実験では、消費者

がドリップ・プライシング直面すると、購入の可能性が高くなることが明

らかになった（すなわち、義務的な料金の情報開示は購買意欲を減らし
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た）。しかし、この効果は経験豊富な消費者には当てはまらなかった。ま

た消費者は、価格情報が開示されている場合に購入を繰り返し、追加的な

購入を行う可能性が高いことも明らかになった。結果はレンタカーでの実

験でも同様であったが、経験豊富な消費者すらドリップ・プライシングの

影響を受けた。 

また、EC（2016[48]）は行動研究により、ドリップ・プライシングが、ブ

ロードバンド、電話、テレビの 適な組み合わせ取引を選択する消費者の

能力に与える効果を評価した。実験の 初の回では、合計価格を受け取っ

て消費者の83％が 適な取引を選択した一方、ドリップ・プライシングを

受け取った消費者では65%となった（19ポイントで統計的に有意な差とな

った）。しかし、2回目の実験では、2つの価格アプローチ間で有意な差が

見られなかった。 

「合理的エージェント」の経済モデルにおいて、ドリップ・プライシング

は競争的な市場で長く続くことはなく、その結果は常に明確とは限らない

（Baye, 2012[94]）。しかし、消費者が行動バイアスにさらされると、実質

的な害を受ける可能性がある（Laibson, 2012[95]）。この場合、かなりの消

費者被害になる可能性が高い。この場合、消費者被害の可能性が高いだけ

ではなく、これを是正する競争の力も制限される（Gabaix and Laibson, 
2006[96]; Oxera, 2013[97]）。こうした前提があるために、ドリップ・プライ

シングが今後も競争市場においても存続することが多数の研究で明らかに

なっている（Muir, Seim and Vitorino, 2013[98]; Heidhues, Ko and Murooka, 
2016[99]）。ドリップ・プライシングのもう1つの結果として、知識の少な

い（かつ経験が少ない）消費者が害を受ける一方で、知識が豊富な（又は

経験豊富な）消費者は利点を得ることがある。これは、上記で検討した研

究の知見によっても裏付けられている。したがって、ドリップ・プライシ

ングには分配的な面での効果も考えられる（OECD, 2012[100]）。 

これらの理由により、多くの消費者当局は、様々な企業に、見出しとなる

宣伝価格に全ての必須料金を含めるように商慣行を変えるように要求して

いる。特に、OECD加盟国全体で、オンライン旅行セクターのドリップ・

プライシングに対して数多くの執行措置が採られており、その大半が誤解

を招く事例に対するものであった。ドリップ・プライシングへの対応法に

ついては、セクション4.1で詳細に検討する。 
 

タイムセール 

タイムセールでも、特定の製品／サービス又は取引を取り損なうことに対

することを恐れる消費者の心理を刺激することで、消費者の損失回避的傾

向が利用される。また、タイムセールは希少性を演出することで、需要が

増加することがある（Ahmetoglu, Furnham and Fagan, 2014[76]）。 

OFT（2010[75]）がテストした価格設定方法の中で、タイムセールは消費者

被害が2番目に大きかった（1番はドリップ・プライシング）。特にタイム

セールは、買い回りすれば利点があるにもかかわらず、消費者が 初に訪

問した店舗で購入することを含め、 も誤った購入に終わった。 

タイムセールが消費者の購入決定を歪める力を踏まえ、企業は本当に時間

が限定されている場合にのみタイムセールを宣伝することが極めて重要で

ある（OFT, 2008[101]）。 
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おとり価格 

おとり価格は、消費者が宣伝された製品／サービスの購入を一度決定する

と、それが実質的に所有の一部となるという、保有効果を利用している。

消費者はその後、製品／サービスが宣伝された価格で入手できないとして

も、購入決定に固執する傾向がある。おとり価格は、一度決定を下すとそ

れを推し進める消費者の傾向（「コミットメントと一貫性」の原則）を利

用しているとも指摘されている（Cialdini, 2006[102]）。 

Ellison and Fisher Ellison（2009[82]）は、オンライン価格比較サイトにおい

ておとり価格が消費者の行動に強い影響を与えることを明らかにしている。

さらに一般的に、OFT（2010, p. 56[75]）は、おとり価格によって消費者被

害につながる可能性があることが明らかにしており、以下のように結論付

けている。 

おとり価格は、消費者の購入決定に明確な影響を与え、大半の人
は宣伝された提案が利用できることを期待し、宣伝された提案に基づ
いて取引業者を選ぶ。取引業者に行き、宣伝された提案が利用できな
いことが明らかになっても、3分の1は同じ取引業者から購入する。こ
うしたやり方について消費者がいらだちや不満を感じるため、感情面
での被害もかなりある。 

OFTは、高い割合の消費者が提案を利用できると考える事実は、
広告において製品の在庫がきわめて限られているかどうかを明確にし
ない場合、消費者をきわめて簡単に誤解させることが可能であること
を意味している、と考えている。 

結果として、セクション4.1で説明したように、多くの国・地域において

おとり価格は禁止されている。 
 

 

囲み記事3.5 旅行セクターにおけるドリップ・プライシング 
 

英国及びオーストラリアにおける航空会社の追加料金 

OFTは、追加料金に関して消費者擁護団体（Which？）からの特別申立て

てを受け、14の航空会社に対して調査を行った（2012[103]）。大半の消費

者は追加料金を避けることができないため、OFTは、航空サービスの真の

価格を隠すために追加料金が利用されていることを懸念した。追加料金

は消費者の誤解を招き、国内の情報開示要件にも違反していた。その

後、航空会社は価格設定と情報開示方法を変更した。 

オーストラリア競争・消費者委員会（2015[104]）も同様に、2つの航空会社

が義務的な予約及びサービス料金を掲示価格に開示しなかったことに対

して執行措置を採った。これらの企業には、誤った表示又は誤解を招く

表示を行ったことにより罰金が科された。その後両社は、オンラインに

おける価格情報の開示方法を変更した。より一般的には、オーストラリ

アで活動する企業は、合計金額を目立つように掲げるよう要求されてお

り、これによりドリップ・プライシングに対する保護となっている

（ACCC, 2017[105]）。 
 
カナダ及び米国における航空会社の価格設定 
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カナダの航空業界におけるドリップ・プライシング手法を受けて、カナ

ダ政府は現在、オーストラリアのより全般的な要件と同様に、航空会社

に対して総額表示を使用することを要求している（Government of Canada, 
2013[106]）。米国にも総額運賃広告規則があり、広告、ウェブサイト及び

乗客のEチケット確認で、政府の税金／料金及び追加料金を含む総額を開

示することが求められている。航空会社は、ホームページ上の目立つリ

ンクにより、オプション・サービスの全ての料金も開示しなければなら

ない（アメリカ合衆国運輸省、連邦規則第14条第399.84章）。 
 
カナダのレンタカー企業 

カナダ競争局は、誤解を招く広告に該当すると考えられるドリップ・プ

ライシング手法について、多くの大手レンタカー会社と和解の協議を行

った（Competition Policy International, 2017[107]; Milton, 2017[108]）。 
 
米国におけるホテルリゾート料金 

2012年、FTCは、一部の必須料金を除外し、ホテルの客室料金を欺まん的

に安く見積もった価格を提供したことが法律違反の可能性があるとし

て、22のオンライン・ホテル予約サイトに警告した（[109]）。2017年、

FTCの経済局は、ホテルリゾート料金における本体価格表示法及びドリッ

プ・プライシングを調査しスタッフレポートを発表した。ここでは、

初に総額を開示せずに義務的なリゾート料金を客室料金から切り離すこ

とで、調査及び認知コストを高くなる、かつ／又は消費者がより高い部

屋を選んでしまうことによって、消費者に損失を与える可能性が高いこ

とが明らかにされている（Sullivan, 2017[110]）。 
 
欧州における旅行会社及び予約サイト 

2016年、EC及び欧州連合（EU）の消費者保護当局は、EU全体において

352 の価格比較及び旅行予約ウェブサイトを調査した（ European 
Commission, 2017[111]）。約3分の1において、比較ページと予約ページで

価格が異なっており、その一部では特定の料金が含まれていないことに

よるものであった。 

 
 

3.4. 消費者はデフォルト設定の影響を受けやすい 
 

行動洞察から得られる重要な教訓の1つは、消費者が別の選択肢を積極的

に選択する、又はデフォルトを解除するよりも、デフォルトの選択肢（又

は現状）に固執する傾向があることである（Kahneman, Knetsch and Thaler, 
1991[89]; Sunstein, 2011[72]）。これにより消費者は、自らにとって 適では

ないデフォルトに固執することを選択し、潜在的に損失を被る可能性があ

る。 

デフォルト設定の問題は、貯蓄計画（Carroll et al., 2009[112]）、臓器提供

（Johnson and Goldstein, 2004[16]）、年金制度（Samuelson and Zeckhauser, 
1988[113]）及び保険（Johnson et al., 1993[114]）を含む一連の領域で広く調査

されてきる。Ahmetoglu et al.（2010, pp. 13-14[81]）では、関連文献を調査し

て以下のように明らかにしている。 

･･･人々は、重要かつ長期的な影響がある場合でも、善かれ悪しか
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れデフォルトを選択する傾向がある。これはおそらく、何もしないこ
とを選好し、認識努力を避け、デフォルトの選択肢が も推奨されて
いると思い、又は現状を好む傾向があるためである。必ずしも望まな
い又は必要としない可能性のある追加の製品やサービスを消費者に購
入させるためにオプトアウト・ポリシーが利用される場合、デフォル
ト効果は消費者被害をもたらす可能性がある。 

デフォルト・バイアスは、オンラインの情報開示に関連する問題を悪化さ

せる恐れがある。例えば、デフォルト設定は、あらかじめチェックマーク

を入れておく、又はネガティブ・オプションによるマーケティングにより、

関連料金及び手数料を伴う追加サービスを消費者に選択させる可能性があ

る。消費者行動に影響を与える際にあらかじめチェックマークを入れるこ

との有効性は、以下のGoldstein et al.（2008[115]）の例でも実証されている。 

欧州のある大きな国内鉄道会社は、自社のウェブサイトを若干変
更して、顧客がオンライン予約フォームでチェックマークを外さない
限り、切符購入と同時に座席予約が自動的になされるようにした（1～
2ユーロの追加費用が発生）。変更前は9%の切符が予約を伴うもので
あったが、変更後は47%となり、この鉄道会社は追加で（米ドル）
4,000万ドルの年間収益を上げた。 
 

同様に、デフォルト設定は、ネガティブ・オプションマーケティングと関

連しており、これはOECD加盟国で多くの消費者当局が懸念しているもの

である。このトピックに関するFTCワークショップでは、パネリストが

「消費者の同意を得るためにあらかじめチェックマークを入れておくとい
うことはやめさせるようにしている。オンライン調査で、そのようなマー
クは消費者が無視すると示唆されているためである。」と述べた（2009, p. 
iii[116]）。商業改善協会（Better Business Bureau）の国内広告部門の代表者

は、あらかじめチェックマークを入れることにより、情報が型どおりのも

のである、又は重要でないと示唆することになり、消費者とのコミュニケ

ーション方法として効果的でないと述べている（FTC, 2009[116]）。 

あらかじめチェックマークを入れること、又はその他のデフォルト設定

（ネガティブ・オプションによるマーケティングを含む）により、追加の

財又はサービス、金銭的なコミットメント、個人データの開示、又はマー

ケティング資料に消費者が自動的に申し込むため、実際にはこれらが欲し

くない、又はこれらに同意しない場合でも、かなりの割合の消費者がこれ

らの選択肢のチェックマークを外さない恐れがある。これは、潜在的に、

消費者被害をもたらす可能性が大きい。例えば、消費者が必要としない商

品やサービスの請求を受けたり、無意識に個人情報を共有したり、又は不

必要なマーケティングに悩まされたりする可能性がある。 

 

3.5. 消費者は自信過剰で近視眼的になり得る 
 

多くの研究では、消費者が自信過剰となる傾向があり、「絶対的な条件又
は他者との比較において、自分の能力や見通しについて過剰評価する」こ

とにつながると示されている（Grubb, 2015, p. 9[117]）。自信過剰により、

消費者は将来の問題に直面する可能性を軽視する可能性があり、このため

利用条件を読まずに受け入れることがある。同様に、消費者は、自信過剰

なため、警告及びその他のネガティブな情報開示を読んだとしてもそれを
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無視する可能性がある。 

FTCワークショップにおいて、ネガティブ・オプションマーケティングに

ついてパネリストが以下のように述べている（2009, pp. ii- iii[116]）。 

…多くのオンライン消費者は、不注意、根拠のない自信、旺盛な
活力、及び当座の満足を望む姿勢など、特定の特性を示している。こ
れにより消費者は、情報開示を見て読む可能性が少なくなり…結果と
して…消費者はクリックするだけでハッピーとなり、ウェブページを
すばやく移動し、それほど注意を払わないようになる。なぜなら彼ら
は、間違いが起こらないと考えており、できるだけ早く取引を終えた
いと思っているからである。 

企業は、消費者の積極的な行動を要求するような、より複雑な価格体系、

又は契約を導入することで、消費者の自信過剰を利用できる（Grubb, 
2009[118]）。こうした例には、自動的ではない販売後の払い戻し、無料の

試用期間、自動的な契約更新、及びキャッシュバックによるインセンティ

ブなどがある（Grubb, 2015[117]）。消費者が自信過剰によりこうした契約

を過剰評価する中、Grubb（2015[117]）は、こうした手法が競争的な市場で

も根強く残る可能性があることを明らかにしている。 

Bar-Gill（2012[49]）では、自信過剰などの消費者バイアスにより、消費者

が将来における利用を常に過剰評価又は過小評価する可能性があると論じ

ている。例えば、消費者はローン（又はクレジットカード残高）の期限内

返済について楽観的になることがあり、したがって金利の支払と遅延手数

料を回避できると考えることがある。消費者が本当にこれを信じている場

合、ローンを比較する際に遅延手数料を無視し、後になってから（期限内

の支払ができないときに）実際の行動を考えると誤ったローンを選択した

ことに気付く可能性がある。消費者が将来のサービス利用についてより確

実に予想できれば、異なる（すなわち、より良い）決定を下すことができ

るだろう（Helleringer and Sibony, 2016[60]）。実際、Bar-Gill（2012[49]）では、

一部の市場（例えば、クレジットカード、住宅ローン、及び携帯電話市場）

では複雑な価格設定が行われており、消費者が将来の利用要件を予想する

ことの難しさを明確に利用していると論じている。 

自信過剰に関する問題は、消費者の近視眼的な傾向及び時間的不整合性に

よって悪化する可能性がある。近視眼的傾向は、消費者が将来発生する可

能性のあるコスト又は利点を、直接的なコスト又は利点と比較して過剰に

軽視することで発生する。これには時間が含まれ、消費者は後で大幅な時

間節約になるとしても、購入時に情報開示を完全に理解するための時間を

費やさないことがある（例えば、払い戻しを必要とする、又は他の購入が

必要となる、望ましくない購入決定を行う場合）。企業は、情報開示にお

いて現下の利点を強調する、又は将来の潜在的なコストを隠すことで、消

費者の近視眼的傾向を利用する可能性がある。実際、Bar-Gill（2012[49]）

では、まさにこうした理由により、企業は繰越費用を消費者との契約に含

めることが多いと論じられている。これの一例として、消費者に 初に

「無料の」携帯電話を提供し、その後の高い月次サービス料金を（必要以

上に）支払わせる場合がある（Bar-Gill, 2012[49]）。 

 

3.6. 社会規範及び文化的要因も結果に影響を与える可能性がある 
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また、社会規範が情報開示に関して消費者の行動に影響を与えることがあ

る。例えば、自分の友人及び家族が、利用条件又はプライバシー・ポリシ

ーへの同意を必要とするオンライン市場又はアプリを利用していることを

消費者が知っている場合、消費者はおそらくこれらを読まずにこれらに同

意する可能性が高くなる。さらに、オンラインの情報開示を理解する消費

者の能力は以下によっても影響を受ける可能性が高い。 

 年齢及び学歴（Van Deursen, Van Dijk and Peters, 2011[119]） 
 インターネットへのアクセス及びその習熟度（Van Deursen and Van 

Dijk, 2010[120]） 
 文化的背景（Li and Kirkup, 2007[121]） 

後に、性別も関連する要因となることがある。Hargittai and Shafer
（2006[122]）は、男性はオンラインでの閲覧に自信を持つ傾向があると明

らかにした（ただし能力に関する有意な差異は特定されていない）。 

第4章では、この章で検討した行動洞察が、オンラインの情報開示を効果

的にする政策を実現する上で何を意味するか検討する。 
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4. 消費者に対するオンラインにおける情報開示の改善 
 
 

この章は、消費者向けのオンラインの情報開示を改善する上で、行動洞察

が政策にもたらす重要な影響について概要をまとめることを目的としてい

る。これには、以下の重要な点が含まれる。 

 明確かつ正確な情報及び価格設定 
 重要な情報を伝達する際に、利用条件に依存しないこと 
 明示的かつ意味のある消費者の同意 
 シンプルな情報 
 文章だけでなく、状況に応じて画像、音声及び映像を利用すること 
 タイミング（すなわち、適切な情報を適切なタイミングで受け取る

こと） 
 情報開示がカスタマイズにより改善可能か検討すること 
 第三者による情報の利用 

行動実験などを通じて消費者に対する具体的な情報開示形式の有効性を更

にテストすることで、さらに具体的な洞察が得られる可能性がある。オン

ラインの情報開示をテストすることは、消費者被害が起こりやすい市場に

おいて特に重要となる。消費者への情報開示のテストに関するハイレベル

のガイダンスは、付属文書Bで提供されている。 
 

4.1. 明確かつ正確な情報及び価格設定 
 

第2章で検討したように、明確かつ正確な情報は、消費者がオンライン・

ショッピングの際に情報に基づいて決められるようにするために極めて重

要である。こうした理由により、OECD加盟国の多くで、企業が消費者の

誤解を招く又は欺くことを禁じる法律を定めている。これには誤った情報

若しくは誤解を招く情報を提供すること、又は情報を省略することが含ま

れる。 

第3章で検討した価格設定方法の多くは、基本的に消費者の誤解を招くと

いう懸念とも関係している。これは、消費者が支払う価格、又は消費者が

入手する取引の価値と関係することがある。特に、 

 ドリップ・プライシングは、消費者が支払うべき 終価格について

誤解を招く可能性がある。 
 タイムセールは、取引の希少性について消費者の誤解を招く可能性

があり、企業によるオファーが実際には時間制限を設けていない場

合すらある。 
 おとり価格は、提供されている数量が少ないため手に入れる可能性

がほとんどない場合でも、取引が利用できると消費者の誤解を招く

ことがある。 
 参照価格は、参照価格が現実にはない場合に、取引の価値について

消費者の誤解を招く可能性がある。 
 数量提案又は「無料」の提案は、これらの取引が実際には消費者に

とって節約にならない場合に、消費者の誤解を招く可能性がある。 

政策当局は、誤った手法若しくは誤解を招く手法の全般的な禁止、又はよ
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り具体的な禁止により、これらの種類の手法から消費者を保護できる。こ

れらのアプローチは、いずれもOECD加盟国全体で使われている（囲み記

事4.1を参照）。 
 

 

囲み記事4.1 誤解を招く価格設定手法への対応 
 

誤った情報又は誤解を招く情報からの一般的な保護における執行措置 

リトアニア競争協議会（2015[123]）は、虚偽の参照価格に対してセール価

格を表示して消費者の誤解を招いたオンライン電子機器企業に対して、

罰金を課した。 

同様に、英国の家具／カーペット小売業者5社は、OFT（2014[124]）の調査

において虚偽の参照価格の利用について懸念が強調されたことを受け、

価格設定手法を変更した。 

ACCC（2016[125]）は、現実には参照価格を使用したオンラインの服飾小

売業者に対して執行措置を採った。 
 

誤解を招く価格設定手法の禁止 

おとり価格又はおとり及びスイッチ手法は、オーストラリア（オースト
ラリア消費者法第34項）、カナダ（競争法第74.04項）、EU（European 
Commission, 2016[126] ）、ニュージーランド（New Zealand Commerce 
Commission, 2015[127]）及び米国（連邦規則集第16巻パート238）で禁止さ

れている。 

オーストラリアではドリップ・プライシングが実質的に禁止されてい

る。企業は、唯一の価格を 初に消費者に提供する必要があるため、ド

リップ・プライシングの試みは実質的に阻止されている（オーストラリ
ア消費者法第48項）。カナダ及び米国の航空業界では、同様の価格設定

要件が存在する（囲み記事3.5を参照）。 

カナダには、価格関係の表示についてそのほかにも数多くの禁止があ

る。これには通常の商品販売価格に関するもの（誤解を招く参照価格を

防止）、宣伝価格を上回る価格での販売、及び二重価格（複数の価格が

宣伝され、 低価格は利用できない）が含まれる（Competition Bureau 
(Canada), 2017[128]）。 

また、英国でもタイムセールの利用が制限されている（OFT, 2008[101]）。 
 

指針となる資料 

拘束力はないものの、ACCCは、参照価格手法が誤解を招かないようにす

るためのガイダンスをウェブサイト上で公表している（2017[129]）。 

「電子商取引に関する勧告（E-commerce Recommendation）」（OECD, 
2016[3]）及び「モバイル・オンライン決済に関する消費者政策ガイダンス

（Consumer Policy Guidance on Mobile and Online Payments）」（OECD, 
2014[85]）の両者では、企業が全ての定められた料金を掲示価格に含める

ことで、明確な価格情報を提供するよう勧告している。 
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4.2. 重要な情報は利用条件に隠すべきではない 
 

オンラインの利用条件を詳細に読む消費者はほとんどいないことは明確裏

付けられている。明確でないのは、それに対して何を実行すべきかという

ことである。利用条件をほとんどの消費者が読まないことは問題なのか？

オンライン利用条件を読みやすくすることを目標とすべきなのか？むしろ

政策当局は、消費者がほとんどオンライン利用条件を読まないことを受け

入れて、消費者が情報を提供されることと保護を実現するような、他の方

法を検討すべきなのか？それとも、政策当局はこれら2つのアプローチを

併用すべきなのか？ 

オンライン利用条件を改善して、読む人の数を増やし理解を深められるこ

とが証拠で示されている。例えば、EC（2016[52]）では、利用条件を短く

し簡素化することで、重要な情報を見逃したと消費者に感じさせることな

しに、読みやすさが改善し、利用条件に対する消費者の理解と信頼が高ま

ることが明らかにされている。ECでは、利用条件を強制的に表示するこ

とで、読む人の数が大幅に増加する可能性があることも明らかになってい

る。そのほか、オンライン利用条件を読む人の数を改善する成功手法とし

て、「読み終わるまでの時間」表示の利用（利用条件を読むのに5分かか

らないことを消費者に伝える）及び「信頼マーク／標章」によって信頼感

が自然に向上し購買意欲が高まることなどがあった（European Commission, 
2016[52]）。 

また、 も重要な情報及び消費者の予期せぬ情報をあらゆる利用条件の

上部に配置することで利用条件に対する消費者の理解を改善できるとも示

唆されている（FTC, 2016[74]）。同様に、英国政府は、オンライン利用条

件の改善に向けて以下の戦略を提示している。 

 主要な条件を太字で目立つように提示する。 
 オンライン利用条件を簡潔にし、デバイスに対して適切なものとす

る（例えば、スマートフォンで2画面以内に収める）。 
 消費者が購入を確認する前に利用条件を自動的に表示する。 
 タグ付けを利用し、重要な情報がリンクをクリックして見付けられ

るようにする（Department for Business Innovation & Skills (United 
Kingdom), 2016[130]）。 

また、オンライン利用条件の理解を改善するための方法を検討する研究も

多い。例えば、利用条件の評価（Ben-Shahar, 2008[64]; Marotta‐Wurgler, 
2009[131]）、ラベルの利用（Choe et al., 2013[132]; European Commission, 
2016[52]）、 も予想外及び好ましくない条件を強調する、要約した警告ボ

ックスの利用（Ayres and Schwartz, 2014[133]）、又は政府が後援する消費者

のフィードバックをまとめるプラットフォーム（Becher and Zarsky, 
2008[134]）などが挙げられる。 

これらの方法によって、オンライン利用条件を読む消費者の数と理解が実

質的に改善するかどうかは議論の余地がある。こうした改善が実現しても、

特に条件の交渉ができない場合、消費者は今後もオンライン利用条件を読

むために時間を費やさない可能性がある。こうした理由から、オンライン

利用条件の情報開示を大幅に変更する政策の利点がコストを上回らない可

能性がある。しかし、政策当局がオンライン利用条件に関する情報開示の

問題を実質的な消費者被害と結び付けた場合、特定のシナリオにおける利

用条件の情報開示を改善するための政策には妥当性があるとみられる。 
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一部の当局は、多くの消費者が利用条件を読まないことを受け入れ、この

前提に基づいて法律を解釈しているようである。特に、英国の競争・市場

庁（CMA, 2015, p. 122[135]）は、以下のように、消費者がある企業の利用条

件を読んで同意したことを示すボックスにチェックマークを入れたからと

いって、公正を欠く契約条件に対する保護から消費者を除外できないと述

べている。 

消費者が契約を読み、かつ／又は理解したという宣言は、特別な
懸念をもたらしている…契約にこの種の宣言を含めることで、これら
の条件を満たしたかどうかにかかわらず、消費者が満たしたと述べる
ことを実質的に要求することになる。これにより、［消費者権利］指
令の目的が損なわれることが多く、そのため強い反対意見が提示され
ている。 

実際に消費者は、標準的な契約書面を完全には読まないことが多
い。実際にどうしたかにかかわらず、消費者に読んだと宣言を求める
ことは正当化されない。「読んで理解した」という宣言は、消費者が
それを現実に認識したかどうかにかかわらず、文言に対して明確に消
費者を拘束することを目的としている。したがってこうした宣言には、
消費者が全く見ていない条件で消費者を拘束する規定であるとして、
同じ反対意見が寄せられている。 

関連する領域として、プライバシー・ポリシーを読む消費者の数と理解が

ある。FTC（2009[136]）は、自社のソフトウェア・アプリケーションで収集

する個人情報の範囲に関して消費者への適切な情報開示を行わず、公正を

欠き欺まん的手法を使用したシアーズに対して執行措置を採った。シアー

ズは、アプリケーションの機能及び情報収集の詳細を「プライバシー・ス

テートメント及びユーザー使用許諾契約（PULSA）」で提供しており、ユ

ーザーはソフトウェア・アプリケーションのダウンロード前に同意する必

要があったが、FTCは、こうした手法が米国連邦取引委員会法に違反して

いると主張した。FTCが主張するように、PULSA、並びにソフトウェア・

アプリケーションの機能及び追跡に関する重要な情報は、複数ページの文

書の10行を表示する「スクロール・ボックス」において、下の方の約75行
目に表示されるだけだった。FTCによる非難の結論となった決定及び命令

では以下のように定めている。「シアーズが、プライバシー・ポリシー又
はユーザー使用許諾契約にのみ重要な情報開示を含めることを禁止する。」
FTCの結論において、重要な情報を消費者に伝達する上でのオンライン利

用条件（及びプライバシー・ポリシー）の制限が認識されているようだと

解説する者もいる（Gindin, 2009[137]）。 

これは、オンライン利用条件が役に立たないという意味ではない。特に、

標準的な利用条件の利用により、企業は自らの責任を制限できるため、取

引コスト及び価格を全般的に引き下げることができる。また、オンライン

利用条件は以下の点で依然として目的にかなうものである。 

 利用条件へのアクセスを望む消費者に更に多くの情報を提供する。

これは、テクノロジーに精通した第三者の支援を受けて評価するこ

とも潜在的に可能である（セクション4.8を参照）。 
 消費者が問題に直面したときに消費者をガイドするものとなる。 
 法執行機関が法律遵守を監視することを可能にし、特に利用条件が

公正を欠いた利用条件を禁止する法律に違反していないことを確認

できる 4 。 
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要約すると、オンライン利用条件は目的にかなうものの、消費者に重要な

情報を伝達する主要手段とすべきではないということである。 

実際に利用条件を全て読む消費者がほとんどいないという事実は、利用条

件の質にも影響を与える。特に、Luth（2010, p. 164[138]）は以下のように述

べている。 

消費者の合理的な無関心と逆選択により、消費者の契約条件が過
度に一方的で、消費者よりも売り手が有利となる可能性が高い。利用
条件の質は極めて低いと言うことができ、この問題は市場の媒介によ
って是正される可能性が低い… 

特に、オンライン利用条件に実際に関心を持つ消費者がほとんどいない場

合、利用条件が消費者の獲得に向けて企業が積極的に競争する分野となる

可能性は低い。消費者に有利な利用条件を提供することがコストの増大を

もたらすと仮定すると、消費者の関心の低さは企業寄りの利用条件を生み

出す可能性がある。これは、コストを減らし、結果として価格を引き下げ

る可能性があるが、結果として作成された利用条件が消費者に公正を欠い

た負担となる場合、消費者被害につながる可能性がある。これは、特に消

費者が利用条件について交渉できない標準形式の契約において、公正を欠

く契約条件から消費者を保護する上で、政府に追加的な根拠を与える。 
 

4.3. 明示的かつ意味のある消費者の同意 
 

デフォルト設定が消費者の意思決定に与える効果については、セクション

3.4で検討した。特に、消費者があらかじめチェックマークが入った状態

をそのままにすることが多いことは広く受け入れられており、したがって

これは意味のある消費者の同意を得る効果的な方法ではない。ネガティ

ブ・オプションによるマーケティング戦略は、同様にデフォルト・バイア

スを利用し、意味のある消費者の同意をもたらしていない。 

EUはデフォルトの選択肢により発生し得る深刻な消費者被害を認識し、

消費者権利指令により、オンラインであらかじめチェックマークを入れる

ことを禁止している（2011[37]）。ECは、「利用可能な証拠は、政策イニ
チアチブを裏付ける上で十分に説得力があると見なされた」ことを理由と

して、チェックマークを入れることを禁止する前に、あらかじめ特に試験

を行わなかった（Sousa Lourenço et al., 2016, p. 16[139]）。同様に、英国の消

費者は、あらかじめチェックマークを入れる方法で販売された商品の請求

には縛られない（2013年消費者契約（情報、キャンセル及び追加料金）規
制）。 

2010年に制定された米国の復元オンライン購入者信頼法（ROSCA）にお

いて、企業はオンラインで購入される商品又はサービスについて請求する

前に、消費者の明示的な同意を得る必要がある。また、ネガティブ・オプ

ションの手法（継続プラン、「無料試用」からの切り替え、又は自動的な

更新プログラム等）を通じて販売されたオンラインの商品又はサービスに

ついて、企業は取引の詳細、及び再度発生する料金を選択しないための簡

単な手段を消費者に提供しなければならない。FTCは、ROSCAへの違反を

主張して12件近くの法執行を行っており、ネガティブ・オプション手法を

使用した企業に対しては、米国連邦取引委員会法及びテレマーケティング

販売規則などの他の法律及び規則に基づいて、他の執行措置を取ってして

いる。 
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同様に、自動的な契約更新は消費者の現状維持バイアスを利用するもので、

OECD加盟国の多くの消費者当局で好ましくないと見なされており、多く

の事例で公正を欠く手法、すなわち違法と判断されている（Kovač and 
Vandenberghe, 2015[140]）。 

企業が将来の料金及び手数料（金銭又はその他）を発生させることについ

て消費者の署名を得る場合、企業は明示的かつ意味のある消費者の同意を

要求及び入手する必要がある。あらかじめチェックマークを入れること、

及びネガティブ・オプションによるマーケティング戦略は、消費者の同意

を得たと推察するには不十分である。 
 

4.4. シンプルな情報 
 

行動洞察の文献では、大量の情報を処理する消費者の能力について深刻な

疑問を投げかけている。これは、情報開示を義務化する政策に対して意味

合いを持つ。King and Smith（2010, p. 83[73]）では以下のように述べられて

いる。 

…消費者政策では、消費者が情報不足に直面する状況に対して懸
念を持つことが多い。こうした状況における分かり切った政策として
は、情報の入手可能性とアクセスを改善することが提案される。しか
し、消費者が「選択肢の過剰」又はその他の要因に直面し、利用可能
な情報を 大限に利用できない場合、情報量を増やすことが結果の改
善につながる可能性は低いとみられる。実際、こうした状況は事態を
悪化させ得る。 

したがって、オンライン企業が広範な情報を消費者に提供することを要求

する政策は、かえって害になる可能性がある。特に、こうした政策により、

消費者が現状維持に固執する可能性が高く、検討する判断基準の数を制限

する（例えば、品質などの他の要因を犠牲にして価格のみに注目する）、

又は群集行動に傾くことになるとみられる。こうした対応は、消費者に害

をもたらし、市場の効果的な機能を損なう可能性がある。 

FTCの職員による実験では、情報開示要件が消費者により悪い結果をもた

らす可能性があることが強い証拠によって示されている（Lacko and 
Pappalardo, 2004[141]）。この研究では、住宅ローン仲介業者のコスト（つ

まり、業者のインセンティブ）に関する情報を含めることで、 も安いロ

ーンを識別できる消費者の数が実際に減ったことが示された。 も安いロ

ーンを識別できた消費者の割合は、仲介業者のコミッションが開示されな

かった場合の95%超から、49～71%まで低下した（使用した情報開示の種

類によって異なる）。この事例では、仲介業者のインセンティブを明らか

にすることで、消費者の意思決定を改善することを目指した政策提案が消

費者にとって結果を悪化させる結果となった。 

大量の情報を消費者に提供することを企業に要求することで、オンライン

の情報開示に対する企業のアプローチに影響を与える可能性もある。例え

ば、企業が消費者に役立つ方法で情報を提供しようとするのではなく、規

制遵守を意識して要件にアプローチすることを意味するだろう。これは、

一般的及びセクター固有の数多くの情報開示要件の対象となる企業にとっ

て特に問題となる可能性がある。企業が情報の伝達よりも遵守に注意を集

中する場合、企業が消費者に伝達する 善の方法について考えず、単に情

報のリストで並べる可能性があり、オンラインの情報開示の有効性が損な
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われる恐れがある。 

Helberger（2013[142]）は、消費者に配慮したプライバシー情報開示を策定

しようと優れた取り組みを行ったオンライン企業の事例を数多く引用して

いる。これらの形式は規制を受けていないものが多い。特に、これらの例

では企業がユーザーにより配慮した文言とより魅力的なレイアウト（つま

り、色を増やし、より明瞭な見出し、多様なフォントスタイル、サイズ、

色を利用）を使用する傾向がある。彼女は、こうした例を同じ企業のサー

ビスサイトの利用条件と比較し、後者では消費者への配慮がはるかに少な

いことを明らかにした（例えば、専門用語と標準文字を多用する傾向があ

った）。これにはは、規制要件の差異だけではなく、多くの理由があると

みられる。こうした企業は、プライバシーが消費者にとって重要であるこ

とを認識し、したがってこの分野での情報開示を改善に向けて投資を行っ

たのかもしれない。また、こうした企業は、プライバシー情報開示に関し

て率先的に取り組むことで、規制強化の脅しに対応しているのかもしれな

い。いずれにせよ、ここで実証されているのは、オンライン企業が自分の

利益になると考えれば、オンラインの情報開示をより効果的に構築できる

ということである。これを踏まえ、政府は義務的な情報開示要件が、消費

者に対する効果的な情報開示を構築する企業の能力を阻害しないよう注意

する必要がある。 

より一般的に、政策当局は、義務的な情報開示要件において規範と広範さ

を制限し、 小限の必要性にとどめるべきである。これだけでも単純性が

改善されるだろう。情報開示要件の簡素化により、消費者の理解が改善し、

情報過多の可能性が減ると考えられる。情報を簡素化するもう1つの方法

は、以下で検討するように階層化を利用することである。階層化を適切に

行えば、消費者がオンライン・ショッピングで接する情報量を大幅に減ら

すはずである。 
 

階層的な情報 

情報開示を改善する1つの方法として、階層的なアプローチがある。情報

の階層化では、短い概要によって主要な見出しを抽出し、各トピックの詳

細を知りたい消費者へリンクが示される。よって、情報の階層化により、

販売時点で消費者に開示される情報の量が減り、このため消費者が情報オ

ーバーロードに直面する可能性も減らすことができる。また、消費者が自

分にとって も重要な問題に注意を集中することができるため、消費者を

誘導するのが容易となる。 

オンライン環境は、テキストに詳細情報への有効なリンクを含めることが

できるため、情報の階層化に適している。Productivity Commission（2008, p. 
267[29]）では以下のように述べられている。 

…インタラクティブなウェブページやその他のウェブベースのツ
ールを含む電子的な手段で情報を提供しカスタマイズできることは、
PCを利用できる個人にほぼ間違いなくより効果的な情報開示をもたら
す… 

しかし、Garrison et al.（2012, p. 228[143]）は以下のように警告している。 

情報の階層化は、注意深く慎重に行う必要がある。研究者と政策
当局は、消費者の理解と利便性に必須となる主要な情報を特定し、こ
うした情報がきわめて目立つ場所と形式で一緒に表示されるように確
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認する必要がある。 

階層化により情報開示を改善するための実質的な取り組みが可能な分野と

して、プライバシー通知がある。例えば、OECDでは、プライバシー通知

に対する複数階層のアプローチが10年以上前に推奨されている（OECD, 
2006[144]）。（プライバシー通知の階層化の例については、OECD
（2006[145]）の付属文書Dを参照。） 

 

4.5. 画像、音声及び映像並びに一般的なレイアウトの利用 
 

オンライン環境では、企業が消費者とのコミュニケーションで様々な選択

肢を利用できる。テキストがデフォルトの選択肢となることが多いが、消

費者とのコミュニケーションでは画像、音声又は映像がより効果的となる

ことが多い（Zhenhui and Benbasat, 2007[86]; Benartzi and Lehrer, 2017[5]）。 

囲み記事4.2では、デジタル・コンテンツのオンライン購入における様々

な情報開示の有効性を比較した実験結果がまとめられている。この実験で

は、感情に訴える図表を用いた警告が消費者の理解を助けることが明らか

になった。また、様々な形式の警告の有効性において、参加者の年齢が決

定的な要因となったため、理解に関する個人の特性が重要であることが強

調されている。これは、様々な形式の情報開式について消費者テストを行

うことの重要性を浮き彫りにしている（付属文書Bを参照）。 
 
 

 

囲み記事4.2 相互互換性のないデジタル製品をオンラインで購入を

防止するための警告の利用 
 

EC合同調査センターによる実験 

EU消費者権利指令（2011/83/EU）では、デジタル製品の機能及び相互互

換性について、企業が契約前に情報を消費者に提供することを要求して

いる。しかし、これは必ずしも消費者がこの情報を読んで理解すること

にはつながってない。消費者が侵す可能性のある誤りとして、自分のデ

バイス及び／又はシステムで機能しないデジタル商品を購入してしまう

ことである。 

Esposito et al.（2017[146]）では、PCを利用した研究室での実験を行い、消

費者がオンラインで相互互換性のないデジタル製品を購入しないように

する上での様々な「ナッジ」の有効性をテストした。特に、この実験で

は以下の有効性に注目した。 

 警告（警告なし、従来型の警告、又は感情に訴える警告） 
 情報の形式（テキスト又はロゴ） 
 情報提供のタイミング（製品情報ページ、又は精算のページ） 

また、社会的経済的特性（年齢、教育及び性別）が結果にどのような影

響を与えるかにも注目した。 

全体として、結果では、相互互換性のない購入の数を減らすには、2つの

ナッジのみ有効であることが示唆された。（警告メッセージなしではな

く）感情に訴える警告メッセージ、（製品説明ページではなく）精算ペ

ージにおける相互互換性に関する情報配置の2つである。 
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興味深いことに、従来型の警告メッセージは全体として全く効果がなか

った（すなわち、メッセージなしと同じ効果であった）。また、相互互

換性に関する情報提示の形式（すなわち、テキスト又はロゴ）も全体と

して全く効果がなかった。 

参加者の年齢が重要な要因となった。年齢が高い参加者は相互互換性の

ない購入を行うことが多かった（教育と性別は結果に影響しなかっ

た）。様々なナッジの効果は年齢の影響も受けた。相互互換性のない購

入数は、参加者の年齢がより高くなると、実際に感情に訴える警告と

（製品情報ページではなく）精算時の情報で増加し、全般的な参加者と

反対の結果となった。また、年齢がより高い参加者にとって、ロゴはテ

キストよりも有効であることが多かった（ただし全体としては効果がな

かった）。これは、オンライン消費者に も効果的なナッジを特定する

際に、年齢が重要な要因となる可能性があることを示唆している。 

 

 

テキストを使用する際であっても、例えばテキストのサイズ、色などを選

択することができる。Sunstein（2014, p. 586[147]）では、以下のように述べ

られている。「大きなフォント、太字、及び明るい色は、人の注意を引く
上で効果的となることがある。」さもないと、消費者が単にテキストを読

まないリスクがある（例えば、Gallup Organisation（2013[148]）の報告を参

照）。また、Garrison et al.（2012, p. 228[143]）では、以下のように述べられ

ている。「文脈の枠組み、視覚的な階層、情報の並べ方、フォントの選択、
余白、及びその他多くのデザイン特性は、消費者への情報開示を成功させ
る上で重要な要因となる。」例えば、FTCの職員の研究では、テキストの

色、配置及びサイズは、ネイティブ広告及び検索連動型広告に対する消費

者の認識に影響を与えることがあると示唆されている（囲み記事4.3）。

また、Benartzi and Lehrer（2017[5]）の著書「The Smarter Screen: Surprising 
Ways to Influence and Improve Online Behavior」ではオンラインでの情報の

提示手法について詳しく検討されている。 

 

 
 

囲み記事4.3 検索連動型広告及びネイティブ広告に対する認識 
 
2017年、FTCは、有料検索連動型広告及び「ネイティブ広告」に対する消

費者の認識を調査したスタッフレポートを公表した（[149]）。この報告で

は、2014年から2015年に行われた委託調査の一部における主要な洞察が

まとめられている。特に、48人の参加者が有用性実験室において各種ウ

ェブページを利用した際、観察とインタビューを受けるとともに、視線

の動きが追跡された。4つのウェブページは実際のウェブページで、他の

4つは、関連するFTCの職員がまとめた指針を遵守するよう広告の情報開

示が修正されたコピーのページであった（FTC（2013[150]）及びFTC
（2015[151]）を参照）。また、4つのウェブページはデスクトップサイトで

あり、4つはモバイルサイトだった。 

広告の情報開示に関しては、以下の修正が含まれていた。 

 背景色の変更及び、境界線の利用による各種オンライン・コンテンツ
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の識別（すなわち、広告コンテンツの見た目を変える） 
 情報開示におけるテキストサイズの拡大及び高コントラストの色の利

用（すなわち、「広告」や「宣伝」等の表示） 
 情報開示の配置を改善し、これが何と関係するか明らかにし、かつ見

逃されないようにする（例えば、英語話者に対しては、広告の左上に

ディスクレーマーが提供されると、見逃がされることが少なくなる） 
 一貫した明確な用語の使用（すなわち、「スポンサーによって提供さ

れている」又は「広告料が支払われたコンテンツ」ではなく「広告」

及び「宣伝」） 

各ウェブページを見せられた回答者は、広告コンテンツを識別できたか

判断するための間接的な質問を受けた。各情報開示ではいくつかの修正

が行われていたため、各修正の効果は小さなサンプルサイズでは判断で

きなかった。しかし全体として、回答者は修正されたウェブページで広

告をよく識別できた（当初のウェブページでは47%だったが、修正ウェブ

ページでは68%）。もう1つの興味深い発見として、回答者が広告を見る

のに費やした時間と、広告の認識には相関性がなかった。この研究で

は、個別の修正の有効性を判断するために更に調査を行うことが提言さ

れている。 

 
 

要約すると、オンラインで消費者に情報を提供する方法は多様である。オ

ンライン情報開示の規制又は指針を策定する際、政府は企業がオンライン

で情報を提供できる方法を不必要に制限しないようにする必要がある。同

様に、企業は消費者に重要情報を提供する別の方法を検討する必要がある。

企業によるウェブページのテストは、比較的低コストであり、消費者満足

に大きな影響を与えることがある（Benartzi and Lehrer, 2017[5]）。また、情

報開示が特定の政策上の懸念をもたらす分野では、実行前に情報開示への

アプローチについて消費者テストを行う必要がある（ Productivity 
Commission, 2008[29]）（付属文書Bを参照）。 

 

4.6. 情報開示のタイミングとリマインダーの利用 
 

政府と企業が検討すべきもう1つ重要な課題は、オンラインを利用する消

費者にいつ情報を提供するかである。情報開示のタイミングはその効果に

影響を与えることがある（Campbell, Mohr and Verlegh, 2013[152]; Esposito et 
al., 2017[146]; FTC, 2016[74]; McDonald and Lowenthal, 2013[153]; Benartzi and 
Lehrer, 2017[5]）。消費者がすでに購入を決定した後に提供された場合、保

有効果やコミットメント効果などの行動バイアスが一部の情報の有効性を

限定する可能性があることを考えると、タイミングが重要であることは意

外ではない。 

大半の場合、企業は消費者が購入を行う前に情報を提供する（これは一部

の情報で義務的な要件となることがある）。しかし、消費者がサービス提

供者と継続的な契約を締結しているなどの他の状況では、契約開始前（又

は開始時）に提供された情報に依存するよりも、時宜にかなったリマイン

ダーが効果的となる可能性がある。例えば、消費者が新たな国に入ったと

きに、テキスト・メッセージで電話料金を伝えることは、自分がどのよう

な料金を払うべきか判断することが難しい消費者にとって特に利点をもた
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らす可能性が高い（Helleringer and Sibony, 2016[60]）。 

同様に、Eメール、アプリ又はテキスト・メッセージで、次回の請求、契

約期限若しくは更新日、又は契約の利用条件の変更のリマインダーを消費

者に送ることは、消費者の記憶に頼る、又は契約条件の積極的な監視より

も成果を上げる可能性が高い。これは、こうしたリマインダーが消費者に

効果的なアラートを与えられるように設計されている場合に特に当てはま

る。例えば、英国の金融行為監督機構（FCA）（2015[154]）は、年間明細

は未手当のマイナス残高手数料に影響を与えないが、テキストでのアラー

ト及びモバイル・バンキング・アプリは、月次の未手当のマイナス残高手

数料を大幅に減らしたことを明らかにした（囲み記事4.4を参照）。 

タイミングの重要性はおそらく市場によって異なる。また消費者は、特定

の情報が利用可能になるタイミングについてそれぞれ違った好みを持って

いると考えられる（McDonald and Lowenthal, 2013[153]）。したがって、タイ

ミングはケース・バイ・ケースで検討されるべきであり、消費者テストで

確認するのが理想的である（付属文書Bを参照）。また、特定の情報が特

に有用かつ関連性が高くなる場合、消費者にとっての重要な決定ポイント

を考慮し、これをマッピングする必要もある（OECD, 2016[12]）。 
 

4.7. 情報開示のカスタマイズ 
 

消費者は多様であり、特性、ニーズ、及び好みが異なる。消費者は、情報

開示に対する選好すらも異なっている。例えば、モバイル機器におけるプ

ライバシー情報開示に関して、McDonald and Lowenthal（2013[153]）では、

購入前にプライバシー情報開示の確認を希望した回答者が、半分を超える

に過ぎなかったと明らかにしている。また、データ収集ごとに確認したい

と考える回答者は約5分の1、全く見たくないとする割合は10分の1であっ

た。 

これは、情報開示がカスタマイズされれば、より効果的になり得ることを

示唆している。これは、消費者が自分の好みを企業に示し、その後確認し

たい情報のみが表示される、又は企業が消費者に関して知っていることに

基づいて情報開示をカスタマイズする（例えば、消費者と無関係であるこ

とが確認されている情報を省略する）ことで実現できるとみられる

（Benartzi and Lehrer, 2017[5]）。 

 
 

囲み記事4.4 年間明細、テキストによるアラート、モバイル・アプリ及び

銀行の行動 
 
2015年にFCAは、OFTと協力して、当座預金に関して様々な情報開示が消

費者の行動に与える影響を理解するために研究を行った（ FCA, 
2015[154]）。英国の銀行は、以下を含む様々な方法で消費者に当座預金の

情報開示を行っている。 

 OFTの市場研究による提言が行われた2008年以降に銀行が自発的に導

入している年間報告書。 
 2012年から主要銀行に要求されている、テキストによるアラート・サ

ービス。 
 商業目的で主要銀行が自発的に導入している、スマートフォン用のモ
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バイル・バンキング・アプリ。 

FCAは、これらの異なる形式の情報開示が、消費者の当座借越手数料の発

生、残高水準の変化又は銀行を切り替える傾向に与える効果に関心を抱

いていた。これを評価するために、FCAは、英国の大手銀行2行から得た3
億件超の観察結果に計量経済学的手法を適用した。これにより、以下が

明らかになった。 

 当該銀行が設計した年間報告書は、消費者の行動に影響を与えなかっ

た。 
 テキストのアラート又はモバイル・バンキング・アプリに申し込むこ

とで、手当されていない当座借越手数料がそれぞれ5%と8%減少し

た。 
 両方のサービスに申し込むことでさらに効果があり、全体の減少は

24%となった。 

研究では、「両方のサービスを組み合わせることによる追加的な効果で
は、積極的に取得する必要がない、自動的な誘因による情報を受け取る
ことの利点のみならず、情報を受信してすぐに行動できる利便性が示さ
れている」との仮説が述べられている（FCA, 2015, p. 3[154]）。 

 
 

Bar-Gill（2012[49]）では、カスタマイズと簡素化を利用して、複雑な市場

において比較によるショッピングを改善できる可能性があると示唆されて

いる。例えば、携帯電話サービスにおいて、企業は通話料、データ通信料

及び消費者の利用を踏まえて、個人ごとの各プランの年間総コストを開示

する必要があると考えられる。これを行うために、企業は消費者の利用に

関するデータにアクセスして、平均的な消費者の利用に基づく推定使用量

を提供するか、又は消費者と類似する特性を持つ消費者の使用量に基づい

た見積もりを提供することができる（例えば、同様の人口動態特性）。こ

うした特性は、消費者から提供を受けることが可能であり、又は企業が消

費者に関して知っていることに基づいて推定することも可能である。 

興味深いことに、ECのために行われた研究において、銀行口座について

カスタマイズされた価格情報を開示することが、実際には合理的な切り替

え行動にマイナスの影響となった（TNS, 2012[155]）。これは、個別の価格

情報が余りに多くの情報を含んでおり、結果として情報オーバーロードと

なったためであると仮説が立てられている。したがって、情報開示の形式、

内容及び設計は、効果的な情報開示を実現する上で根本的に重要であるこ

とは変わらず、規定的な情報開示要件は導入前に消費者テストを行う必要

がある（付属文書Bを参照）。 

簡単に情報開示をカスタマイズできる別の例として、消費者の住所に発送

できない小売商品に関するものがある（Helleringer and Sibony, 2016[60]）。

現在、消費者は、オンライン小売業者から何を買うか決めるために多くの

時間を費やし、配送先住所を入力するときになってその場所への発送がで

きないことに気付くことがある。多くの企業は、消費者が自分のウェブサ

イトにアクセスするとすぐにその所在地を確認しているにもかかわらず、

こうしたことが起こっている。消費者がオンラインショップのウェブペー

ジを 初に訪れたときに、ポップアップなどの小さな情報開示を使って消

費者の所在地に発送できないことを警告することで、企業にとっては 小
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限のコストで消費者に利便性を提供することになる。 

カスタマイズは、当該消費者にとって無関係な情報を提供しないためにも

利用できる。例えば、特定の消費者グループにのみ関係する警告は、その

グループに属していない消費者には表示しないことが可能である。 

このように、カスタマイズを利用して消費者への情報開示を改善すること

も可能である。Sunstein（2013[156]）は、デフォルト設定のカスタマイズと

いうテーマを詳細に検討している。さらに関係するものとして、Porat and 
Strahilevitz（2014[157]）では、情報開示のカスタマイズについて説得力のあ

る主張を行っている。しかし、情報開示のカスタマイズは単純でなく、プ

ライバシーや差別といった別の課題を想起する可能性がある。この分野は

さらなる調査を行う価値がある。 
 

4.8. テクノロジーの利用による情報提供 
 

より複雑な市場において消費者がオンライン・ショッピングで優れた決定

をするには、さらに多くの情報に関わる必要があるかもしれない。こうし

た市場では、消費者は比較サイトやその他の種類のアルゴリズムベースの

プラットフォームやアプリケーションを利用することがある。民間及び公

的なオンライン比較サイトは、以下を始めとする数多くの消費者市場で生

まれている。 

 住宅、自動車、旅行、医療及び生命保険を含む様々な形式の保険 
 電気やガスの供給会社を含むエネルギー供給会社 
 携帯電話プラン、インターネットプラン及び組み合わせでの提供を

含む通信サービス 
 住宅ローン、クレジットカード、ローン及び預金口座を含む金融商

品 
 ホテル、飛行機、並びに列車及びバスサービスを含む旅行サービス 

ほかにも、一般的なオンライン比較サイトには数多くの例がある。2008年、

イプソス・モリは、調査対象となった英国の消費者の約半数が価格比較サ

イトを使用していることを明らかにした（[158]）。 

消費者は詳細な利用情報を持っている場合（例えば、以前の請求）、比較

サイトはこうした情報を利用して消費者にとって 良の取引を特定できる

場合がある。例えば、オーストラリア政府は、「Energy Made Easy」サイ

トを構築し、オーストラリアの消費者が 近のエネルギー請求に基づいて

エネルギー取引を比較できるようにしている（[159]）。消費者が利用情報

を持っていない場合でも、比較サイトは消費者からの入力に基づいて推定

を提供することができる。Energy Made Easyサイトでは、例えば、消費者

からの数多くの入力（例えば、住居の種類、居住者数、水泳プールの有無）

に基づいて推定が行われる。 

比較サイト、アプリ及びオンライン・プラットフォームでは、消費者に関

するその他の情報を利用して新たなサービスを提案することも可能である。

例えば、比較サイトで消費者の過去の行動を利用し、将来の可能性を知ら

せることも可能である。モノのインターネットが発達する中、消費者情報

を利用して将来の購入決定に情報を提供する機会はますます増えることに

なる。 

比較サイト及びその他の仲介業者は、評価やレビューなど他の消費者の情
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報を集約及び表示することもできる。これは、例えば、レストランやホテ

ルの予約サービスで極めて一般的に行われている。こうした方法で、仲介

業者及びその他のアプリケーションが様々な発信元の情報を使用してオン

ライン・ショッピングで消費者を支援できる範囲はかなり広い。 

Gal and Elkin-Koren（2017[160]）は、購入が必要なものの特定、 良の取引

の選択、さらにオンラインでの商品やサービスの注文及び支払まで、アル

ゴリズムが消費者のためにあらゆることをできる世界を描いている。アル

ゴリズムで行動する消費者の存在はまだ初期段階だが、アルゴリズムを利

用して 良の取引を消費者に提案するオンライン価格比較サイトはかなり

確立されている。また、オンラインで消費者を支援する新製品も継続的に

開発されている。例えば、オンライン利用条件を消費者に案内するツール

はすでに市場に存在する。例えば、EULAlyzerは、エンドユーザー使用許

諾契約において潜在的な問題がある条件を消費者が特定するのを支援する

ツールとして販売されている（EULAlyzer, 2017[161]）。 

また、通常はアプリとして利用できる「プライバシー・マネージャー」は、

すでに開発が進んでおり、結果も期待できるものとなっている

（Almuhimedi et al.（2014[162]）; Balebako et al.（2017[163]）及びFTC（2016[74]）

を参照）。実際、スイス連邦工科大学ローザンヌ校、ウィスコンシン大学

及びミシガン大学の研究者は、 近「Polisis」－機械学習を利用したウェ

ブサイト及びブラウザ拡張機能であり、消費者のためにオンライン・プラ

イバシー・ポリシーを自動的に読んで理解する－を立ち上げたと発表した。

（Greenberg, 2018[164]）。Polisisは、収集されるデータの種類、データの送

信先、及び消費者がこうした収集や共有を選択しないことが可能かを特定

する図形式のフローチャートとしてプライバシー・ポリシーを提示する。

また、プライバシー・ポリシーに関する個別の質問に答えるチャート・イ

ンターフェイスも存在する。 

情報開示で主に核心となるのは、アルゴリズムが必要とする情報の種類及

び形式が消費者のニーズと大きく異なることを認識することである。特に、

消費者は可能な限り簡素化された情報を必要とし、長い文章や数字に反応

しないのに対し、アルゴリズムは、テキスト又は数値形式の詳細な情報で

うまく機能する傾向がある。政策当局及び企業は、これらの対照的な情報

利用を認識し、様々な形式の情報開示の策定を支援することで、大きく異

なる2つのニーズを満たす必要がある。 
 

4.9. 政策にもたらす重要な影響の概要 
 

この章における政策にもたらす重要な影響は以下のようにまとめることが

できる。 

 政府は、企業に対して義務的な情報要件を定めるときは、情報過多

が悪化しないかについて注意する必要がある。また、政府はこうし

た要件を定める際に形式と文脈の重要性に留意する必要がある。特

に、政府は消費者が必要とする情報が何であるかだけでなく、こう

した情報を消費者が受け取る 適のタイミング、及び形式を検討す

る必要がある。情報開示要件を導入/変更する前に、政府は可能で

あればこれを消費者に対してテストする必要がある。 

 政府は、オンラインとオフラインを問わず、消費者が誤った情報及

び誤解を招く情報から保護されていることを確保する必要がある。
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これには、ドリップ・プライシングやおとり価格などの誤解を招く

価格設定手法や、消費者が簡単に理解できない価格設定及び提案が

含まれる。 

 重要な情報を消費者に伝達する際、企業は利用条件に依存すべきで

はない。こうした情報は、意思決定プロセスの関係する段階で、明

確かつ目立つ方法で消費者に提示すべきである。標準形式の契約で

は、公正を欠く契約条件から消費者が保護されていることを政府が

確保する必要がある。利用条件を読む消費者はほとんどおらず、契

約を交渉する力もないからである。 

 情報開示のカスタマイズは、消費者の理解を改善する可能性がある

が、新たな消費者問題を生み出す可能性もある。この分野は、さら

に研究が進めば利点がもたらされるとみられる。 

 従量制のサービスを始めとするより複雑な製品及びサービス（例え

ば、金融商品やサービス、通信サービス、エネルギー・サービス）

について、コンピュータが読み取れる形式での消費者の情報アクセ

ス（及び使用）は、おそらくは仲介業者の援助も受けて、比較によ

るショッピングやサービスの切り替えを支援するはずである。 
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付属文書A 電子商取引に関する勧告の関連セクション 
 
 

行動洞察及びオンライン情報開示に関係する規定を以下に再現する。段落

番号は、電子商取引に関する勧告と同じである（OECD, 2016[3]）。 
 

C. オンライン情報開示 
 

一般原則 

25. オンライン上の情報開示は、消費者が取引に関して、情報に基づいた意思

決定を行うのに十分な情報を持てるよう、明確で、正確で、アクセスが容

易で、かつ目立つものであるべきである。そうした情報開示は、平易で理

解しやすい言葉を用いて、適切なタイミングで、また、消費者が記録を完

全かつ正確な、永続的な形で保持できる方法で行われるべきである。 

26. 取引を行う際に複数の言語が利用できる場合、事業者は、消費者が取引に

関して情報に基づいた意思決定を行うために必要な全ての情報を、それら

の同じ言葉で提供すべきである。費用に関連する全ての情報は、前後関係

から明らかな場合を除き、適用される通貨を示すべきである。 

27. 企業は、必要な情報を全て提供する際に、端末又はプラットフォームの技

術的な制限又は特殊な特性を考慮する必要がある。 
 

企業に関する情報 
28. 消費者との電子商取引に従事する事業者は、少なくとも、以下のことを可

能とするために必要な事業者自身に関する情報を容易に入手可能にすべき

である。i）事業者の特定、ii）消費者が迅速で、容易でかつ効果的に事業

者と連絡できる方法、iii）起こり得る紛争の適切で効果的な解決策、iv）
国内及び国境を越えた紛争に関する法的手続についてのサービス、v）事

業者の所在地。 
29. こうした情報には、企業の正式名称及び取引上の名称、主たる住所、Eメ

ール・アドレス、電話番号又はその他の電子的連絡手段、消費者との商業

取引を支援又は実行するウェブサイトの適切なドメイン名の登録情報、並

びに関連する政府登録又は免許情報を含める必要がある。 
30. 関連する自主規制プログラム、事業者団体、紛争解決組織又はその他の組

織への加入状況を企業が公表する場合、企業は十分な情報を提供して消費

者が簡単にこうした組織に連絡できるようにする必要がある。企業は、こ

うした加入状況を検証し、当該組織の関連規約及び活動にアクセスし、当

該組織が提供する紛争解決制度を利用するための簡単な方法を消費者に提

供する必要がある。 
 

商品又はサービスに関する情報 

31. 消費者との電子商取引に従事する事業者は、取引に際して、消費者が情報

に基づいた意思決定を行うことを可能にするために十分な、提供される

財・サービスを説明する情報を提供すべきである。 
32. 財・サービスの種類を含む関連要因に応じて、情報には以下のものが含ま

れるべきである。 
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i) 機能と相互利用に係る極めて重要な特性 
ii) 消費者が、財・サービスを取得し、アクセスし、又は使える力に影

響を及ぼし得る極めて重要な技術的又は契約上の要件、制限又は条

件 
iii) 安全とヘルスケアに関する情報 
iv) 年齢制限 

 
取引に関する情報 

33. 電子商取引に従事する事業者は、取引に際して、消費者が情報に基づいた

意思決定を行うに十分な、取引関連の条件及び費用に関する情報を提供す

べきである。消費者は、取引のあらゆる段階において、この情報に容易に

アクセスできるべきである。 

 
34. 事業者は、消費者に対し、当該取引に関連する条件について、明確かつ完

全に提示すべきである。 
 

35. 取引に鑑み、かつ適切である場合、こうした情報には以下を含める必要が

ある。 
i) 事業者によって徴収され、及び／又は課される、全ての確定した額

の義務的な料金を含む当初価格 
ii) 事業者が以下の料金を知ったとき、かつ、消費者が取引を確認する

前に、事業者によって徴収され、及び／又は課される、変動する義

務的料金又は追加的料金の存在に関する情報 
iii) その他、第三者によって徴収され、及び／又は、課される、その他

の定期的な費用の存在の通知 
iv) 契約期間、自動継続購入や定期更新などの継続的に発生する料金及

びそうした自動的な設定からオプト・アウトするための方法を含

む、条件及び支払手段 
v) 配送又は性能に関する条件 
vi) 撤回、終了又はキャンセル、アフターサービス、返品、交換、返

金、担保責任、保証に関する詳細と条件 
vii) プライバシー・ポリシー 
viii) 利用可能な紛争解決及び救済手段に関する情報 

 

53. 本勧告の目的を達成するために、政府は利害関係者との協力により以下を

行う必要がある。 

i) 以下によって、電子商取引政策立案の証拠基盤の改善を目指す。 

– 消費者の苦情、調査及びその他の傾向データの収集及び分析 

– 情報経済学・行動経済学から得られた洞察に基づく実証研究 
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公正な事業、広告及びマーケティング手法に関する規定は、オンライン情

報開示とも関係している。 も関連性の高い規定を以下で再現する。 
 

B. 公正な事業、広告及びマーケティング手法 
 

4. 事業者は、欺まん的で、誤解を招き、詐欺的で、不正とみられる表現、省

略又はその他の行為を行うべきではない。これには、財・サービスの名

称、文言、写真、音声及び／又はビデオの特性を通じて生じる暗示的な事

実の虚偽表示、並びに、隠された、又は、認知や理解が困難な権利放棄規

定の使用に加え、表現や行為が消費者に与える一般的な印象を含む。 

5.  事業者は、取引に関して消費者の決定に影響を与える可能性がある利用条

件を虚り、又は隠すべきではない。 

16. 事業者は、広告される価格が、財・サービスの総費用を偽って、又は隠し

ていないことを確保すべきである。 
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付属文書B 消費者テスト 
 

第4章で述べたように、オンライン・ショッピングで消費者が必要とする

情報の種類及び形式は、市場によって異なることが多い。また、ある市場

で消費者に有効であったものが、別の市場では機能しないことがある。こ

のため、政府及び企業は、様々な形式のオンライン情報開示の有効性につ

いて、消費者テストの実施を検討すべきである。Sunstein（2011, p. 1371[72]）

は、以下のように述べている。 

可能な範囲で、政府当局は代替手段となる情報開示設計の実際の
効果を事前に研究し、情報が適切に提示され、実際に消費者の参考に
なることを確認する必要がある。 

これは、消費者被害が発生しやすい市場において特に重要となる。これに

は、以下のような市場が含まれる可能性がある。 

 消費者が自分の決定に拘束される、又はサービスの切り替えに他の

障壁が存在する（例えば、効果的な競争がない場合）。 
 決定が消費者にとって重要なコミットメントとなる（金銭又はその

他）。 
 消費者にとって決定がありふれたものではない。 
 決定にある程度の複雑さが伴う。 

政策当局が義務的な情報開示要件の導入を検討する際にも消費者テストを

実施することが重要である。 

実際に、大学、政府又は企業が消費者に対する情報開示をテストした例は

数多い。囲み記事B.1では、ペイデイローン、年金、医療保険、薬品ラベ

ル、及び住宅ローンの情報開示例について簡単に検討している。 

付属文書の残りの部分では、行動に関する実験により、オンライン情報開

示の有効性をテストする方法について、広範なガイダンスを提供する。こ

れは、問題を網羅的に検討したものではなく、一部の主要検討事項となる

ハイレベルの概要となることのみを目的としている。 
 

問題の特定 
 

初のステップでは、問題が特定される。ここでは以下を尋ねることにな

る。 

 消費者の問題は何か？なぜ発生しているか？ 
 行動的な要素として何があるか？ 
 情報不足、情報過剰、情報提供のタイミング又は形式が誤っている

こと、決定に影響を与える消費者バイアスの問題か？それとも、消

費者が情報を理解していないのか？ 
 消費者が情報を理解していない場合、それは何故か？ 
 情報開示の改善が役立つか？ 

具体的な政策問題及びその行動側面は、可能な限り厳密に識別及び定義さ

れる必要がある。フォーカス・グループ（及び場合によっては初回テスト）

を利用して、問題の範囲を判断し、変更による成功を測定する際の基準と

することができる。 
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囲み記事B.1 情報開示に関する消費者テストの例 
 
EC（2016[52]）では、利用条件を読む人の数を増やす数多くの手法のテス

トを委託した。成功した手法には、利用条件の短縮及び簡素化、消費者

に対する利用条件の強制表示、読み終わるまでの時間表示、信頼マーク

／標章の利用などがあった（セクション4.2を参照）。 

Bertrand and Morse（2011[165]）では、ペイデイローンの利用に関する消費

者の意欲に情報開示が与える影響を検討した。ここでは、認知バイアス

に対応する情報開示により、ローン利用の意欲が11%減少する可能性があ

ることが明らかとなった。 も効果的な情報開示は、ローンの長期的な

コスト（総額及び他の形式の融資との比較の双方）について消費者に検

討させるものであった。 

FTCは、消費者のために、住宅ローンの情報開示を改善するための研究を

行った（Lacko and Pappalardo, 2007[166]）。この研究では、 近の住宅ロー

ン顧客に対して36件の詳細な聞き取り調査を行うともに、800人を超える

住宅ローン顧客に対して定量的な消費者テストも行った。情報開示の改

善により住宅ローンコストの理解が改善するかをテストするために、試

験的な情報開示が作成された。 

オーストラリア退職年金基金連合会は、老齢退職年金（すなわち、退職

積立）商品の情報開示文に対する消費者の理解について、研究の資金を

提供した（Productivity Commission, 2008[29]）。当初、質問の90%に正しく

答えられた消費者は10%のみであった。誤りの理由を特定し、文面の再設

計が行うべく聞き取り調査が行われた。変更には、条件の明確な説明、

パーセント表示する場合の実例の利用、標識の利用、及びチェックリス

トの採用があった。新たな文面を使用したとき、90%の質問に正しく答え

られた消費者は40%となった。 

米国では、同様の消費者テストが行われ、消費者が各種健康保険の選択

肢を理解し、選択できるよう支援するため、短く理解しやすい「給付及

び保険範囲の概要」及び用語集が作成された（The Centre for Consumer 
Information & Insurance Oversight（U.S）, 2012[167]）。 

製薬会社のGlaxoSmithKlineは、オーストラリアで販売されている鎮痛剤

のパナドールのラベルの理解をテスト及び改善するために、研究の資金

を提供した（Productivity Commission, 2008[29]）。ラベルのデザインを見直

すことで、理解が72%から92%に改善した。見直しには、順番の改善、文

の長さの短縮、スペースの増加、各種情報の差別化、及び不要な情報の

削除が含まれる。 

情報開示に関する実験の他の例については、「消費者政策における行動

洞察の利用（Use of Behavioural Insights in Consumer Policy）」（OECD, 
2017[2]）で検討しており、より一般的な例は「行動洞察及び公共政策：世

界中で得られた教訓（Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from 
Around the World）」（OECD, 2017[9]）に関するOECDの報告に掲載されて

いる。 
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情報開示改善のための選択肢の作成 
 

第2のステップでは、 初のステップで特定された政策課題に基づき、情

報開示を改善する方法を特定する。情報開示を改善する方法は多いが、こ

れには以下が含まれる。 

 専門用語を取り除くことを含むテキストの簡素化 
 階層化も利用し得る、テキスト量の削減 
 要点を明確にし、目立たせる 
 効果的な案内表示の利用 
 適切なテキストのサイズ、色及びフォントの利用（情報開示が表示

される端末にも配慮する） 
 状況に応じて画像、音声及び映像の利用 
 情報開示のタイミングの変更、かつ／又は関連情報を様々な意思決

定ポイントで提供 
 情報開示のカスタマイズ 

対象となる分野については、初期のフォーカス・グループ又はテスト若し

くは関連文献が参考になる。この点から、テストには選択肢を多く作成す

る必要がある。 

テストに含める各種介入の数は、介入を増やすたびに、含めるべき条件の

数が急増するため、 小限にする必要がある（Van Bavel, Rodríguez-Priego 
and Maghiros, 2015[168]）。例えば、ラベルに対する消費者の理解をテスト

する場合、ラベルの色、テキストのサイズ及びロゴの配置が関連要因とな

ると言える。しかし、これだけでも、個別の影響の違いと効果間の相互の

関係を把握するために、少なくとも9つのテスト条件が生まれることにな

る。 

 2つの色を比較するには3つの条件が必要となる（例えば、青、緑及

びコントロール条件）。 
 次にフォントサイズをテストするには5つの条件が必要となる（例

えば、青-小文字、青-大文字、緑-小文字、緑-大文字、及びコトロ

ール条件）。 
 配置をテストする場合、全ての順列を説明するには9つの条件が必

要となる（例えば、青-小-高、青-小-低、青-大-高、青-大-低、緑-小
-高、緑-小-低、緑-大-高、緑-大-低及びコントロール条件）。 

余りに多く条件を含めることの問題は、これにより必要なサンプルサイズ

がすぐに拡大し、実験のコストも増加することである。また、条件の数を

増やせば、複雑さがすぐに増し、潜在的な政策介入の理解と明確な特定が

難しくなる可能性がある。 
 

テストの選択肢 
 

第3に、選択肢をテストする必要がある。これは、研究室、オンライン、

無作為比較実験、又は現場で行うことができる。これらのテストの種類の

詳細についてはOECD（2017[2]）を参照のこと。代わりに、Garrison et al.
（2012[143]）が推奨するように、手法の組み合わせを使用することもでき

る。 

ある種の介入の有効性は、以下の多く方法でテストできる。 
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 実験では、様々な情報開示が消費者の実際の行動に与える影響を検

討することもできる（例えば、Bertrand and Morse（2011[165]）を参

照）。すなわち、消費者に様々な情報開示を見せて、その後、特定

の行動を観察することで、行動の変化が異なる形式の情報開示を見

たことと相関しているか評価できる。このアプローチは、無作為比

較試験、研究室の実験、又はオンライン実験において有効であるこ

とが多い、 
 「自然実験」では、様々な形式の情報開示の有効性を解明できるこ

とがある（例えば、FCA（2015[154]）を参照）。すなわち、過去の

データを利用して、様々な形式の情報開示が消費者に与える実際の

効果をテストできる。例えば、新たな情報開示が導入された場合、

導入の前後における行動データを分析して、これが行動の変化をも

たらしたかを確認できる。 
 この実験では、客観的に「正しい」結果をある具体的な活動（例え

ば、購入活動）に含め、次に様々な介入をテストして、それがどの

程度の頻度で消費者に正しい結果に到達させるか、かつ／又はそう

した結果に到達するまで消費者がどの程度時間を必要としたかを確

認できることがある（Esposito et al.（2017[146]）を参照）。こうした

アプローチは、研究室又はオンラインでの実験にふさわしいとみら

れる。 
 情報開示の理解について、消費者テストを行うことができる（例え

ば、Lacko and Pappalardo（2007[166]）を参照）。 
 もう1つの選択肢としては、様々な介入／提示に関する消費者の意

見を聞くことであろう（例えば、EC（2016[52]）を参照）。 

テストによって も効果的な情報開示が特定されたら、介入による利点を

コストと比較する必要がある。介入は、その利点がコストを上回る場合に

のみ行うべきである。 
 

検討すべきその他の要因 
 

消費者テストを実行する際は、サンプルサイズは十分に大きく、元の母集

団を代表するものであるべきである（Van Bavel, Rodríguez-Priego and 
Maghiros, 2015[168]）。 

検討すべきもう1つの点として、結果をどの程度一般化できるかを考える

ことである。なぜなら、行動実験では必ずしも一般化できないことがある

からである。例えば、 も有効と考えられる介入について、ある国・地域

の消費者は、別の国・地域の消費者と明らかに異なることがある。この原

因として、基礎的な社会経済的特性が異なること（おそらくテストとコン

トロール実験が可能）、又は「リスク回避、異時点間選択、利他主義の重
要性及びその他の行動特性」などのより基礎的な文化的差異が挙げられる

（Helleringer and Sibony, 2016, p. 35[60]）。このため、1つの実験で得られる

結果が他の母集団や状況で一般化することが可能とみなす前に、注意を払

う必要がある。テスト後により大きな規模で特定の介入を試す場合は、変

更を段階的に導入できることになる。政策介入は、実行期間後に影響と有

効性を確認するために評価する必要がある。 

消費者政策の構築で行動実験を行う場合のさらなるガイダンスについては、

OECDの報告「消費者政策における行動洞察の利用（Use of Behavioural 
Insights in Consumer Policy）」（OECD, 2017[2]）を参照のこと。 
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注釈 
 

 
1 「消費者政策のための第2回経済円卓会議報告（Report on the Second 

Roundtable on Economics for Consumer Policy）」（OECD, 2007[172]）「消費

者政策ツールキット（Consumer Policy Toolkit）」（OECD, 2010[4]）、「電

子商取引における消費者政策に関する勧告（Recommendation on Consumer 
Policy in E-Commerce）」（OECD, 2016[3]）、「消費者政策における行動洞

察の利用（Use of Behavioural Insights in Consumer Policy）」（OECD, 2017[2]）

などを参照すること。これらは全て、行動洞察について検討又は参照して

いる。 

2 モバイル及びオンラインでの支払の詳細については、「モバイル・オンラ

イン決済に関する消費者政策ガイダンス（Consumer Policy Guidance on 
Mobile and Online Payments）」（OECD, 2014[85]）を参照すること。 

3 デジタル・コンテンツに関する問題については、「デジタル・コンテンツ

製品の購入のおける消費者の保護及び能力強化（Protecting and Empowering 
Consumers in the Purchase of Digital Content Products）」（OECD, 2011[169]）

を参照すること。 

4 この文脈において、Micklitz et. al.（2017[170]）では、一部の消費者機関でソ

フトウェアを利用して、公正を欠く可能性のあるオンライン利用条件を調

査できると示唆されている。彼らは、「uTerms」を開発し、こうしたソフ

トウェアが現実にどのように機能するか実証した（uTerms, 2017[171]）。 
 


